
　

篠栗町議会第1回定例会

令和8年3月

会　議　録

福岡県篠栗町議会



会　期 月 日 曜 開議時刻

第２日 2 27 金 考 案 日

第３日 2 28 土 休 会 閉 庁

第４日 3 1 日 休 会 閉 庁

第５日 3 2 月 条 例 委 員 会 午前１０時

第６日 3 3 火 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第７日 3 4 水 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第８日 3 5 木 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第９日 3 6 金 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第１０日 3 7 土 休 会 閉 庁

第１１日 3 8 日 休 会 閉 庁

第１２日 3 9 月 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第１３日 3 10 火 本 会 議 午前１０時

第１４日 3 11 水 予 備 日

　・閉会中の継続審査

閉 会

　・一般質問

　・議案等整理

第１５日 3 12 木 本会議 午前１０時

　・各付託案件委員長報告

　・採決

　・付託案件審査

　・会期の決定　

　・議案の上程（提案理由説明）及び質疑

　・議案の委員会付託

　・採決

　・付託案件審査

　・付託案件審査

　・付託案件審査

　・付託案件審査

　・付託案件審査

（会期：２月２６日（木)～３月１２日(木）　１５日間）

摘 要

第１日 2 26 木 本 会 議 午前１０時

開 会

　・会議録署名議員の指名

会期日程



第１,

第２,

第３,

第４,

第５,

令和８年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第１号

令和8年2月２6日（木） 　午前１０時開議

会議録署名議員の指名　　　　　　　　９番　，　１０番

会期の決定の件

議案の上程（提案理由説明）及び質疑

議案第４号　篠栗町教育委員会委員の任命について

議案等の委員会付託について



議案
番号

付託委員会

3
予算

特別委員会

5
文教厚生

常任委員会

6
総務建設

常任委員会

7
総務建設

常任委員会

8
総務建設

常任委員会

9
総務建設

常任委員会

10
文教厚生

常任委員会

11
文教厚生

常任委員会

12
文教厚生

常任委員会

13
文教厚生

常任委員会

14
総務建設

常任委員会

15
総務建設

常任委員会

16
予算

特別委員会

17
予算

特別委員会

篠栗町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

件 名

専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）
〔令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）について〕

篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める
条例の制定について

篠栗町附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

篠栗町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の全部を改正する条例の制定について

篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について

篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特
定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
の全部を改正する条例の制定について

工事変更契約の締結について
〔篠栗北地区産業団地事業用地２法面工事〕

町道の路線変更について

令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）について

令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に
ついて

議案付託表



議案
番号

付託委員会件 名

18
予算

特別委員会

19
予算

特別委員会

20
予算

特別委員会

21
予算

特別委員会

22
予算

特別委員会

23
予算

特別委員会

24
予算

特別委員会

令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）
について

令和７年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）について

令和８年度篠栗町一般会計予算について

令和８年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について

令和８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計について

令和８年度篠栗町水道事業会計予算について

令和８年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について



議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

質問順位

1．

2．

令和８年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第２号

12番　 　 荒牧　泰範

５番　 　　太郎良　瞳

６番　 　　横山　和輝

３番　 　　吉本　文枝4．

5． ４番　 　　門馬　良

１番　 　　崎山　佐穂

3．

6．

議席番号

令和８年３月１０日（火）　午前１０時開議

質　問　者

第１,　　一般質問



令和８年３月１２日（木）午前１０時開議

第１, 議案第 3号 専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）
〔令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）について〕

第２, 議案第 5号 篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定
める条例の制定について

第３, 議案第 6号 篠栗町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につい
て

第４, 議案第 7号 篠栗町附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

第５, 議案第 8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

第６, 議案第 9号 篠栗町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

第７, 議案第 10号 篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

第８, 議案第 11号 篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の全部を改正する条例の制定について

第９, 議案第 12号 篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

第１０, 議案第 13号 篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び
に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定
める条例の全部を改正する条例の制定について

第１１, 議案第 14号 工事変更契約の締結について
〔篠栗北地区産業団地事業用地２法面工事〕

第１２, 議案第 15号 町道の路線変更について

第１３, 議案第 16号 令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）について

第１４, 議案第 17号 令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５
号）について

第１５, 議案第 18号 令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４
号）について

第１６, 議案第 19号 令和７年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）につい
て

令和８年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第３号



第１７, 議案第 20号 令和８年度篠栗町一般会計予算について

第１８, 議案第 21号 令和８年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について

第１９, 議案第 22号 令和８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計について

第２０, 議案第 23号 令和８年度篠栗町水道事業会計予算について

第２１, 議案第 24号 令和８年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算につ
いて

第２２, 常任委員会の閉会中の継続調査の件



篠 栗 町 議 会 定 例 会

令和８年第１回（３月）

　２月２６日（開会）



１番　　 ２番　　 ３番　　

４番　　 ５番　　 ６番　　

７番　　 ８番　　 ９番　　

１０番　　 １１番　　 １２番　　

　

副 町 長

総 務 課 長

財 産 活 用 課長

まちづくり課長

収 納 課 長

健 康 課 長

産 業 観 光 課長

上 下 水 道 課長

こども育成課長

出席した議会事務局職員

次　　長

主　　事

局　　長 水　江　　靖　浩 伴　　　　 秀  代

係　　長 齊　藤　　裕　子 黒　瀨　　友　宏

学 校 教 育 課長 吉 村 秀 昭 藤 幸 三

社 会 教 育 課長 横 内 綾 子

福 祉 課 長 村 瀬 菊 子 松 熊 大

都 市 整 備 課長 松 尾 篤 史 花 田 篤

税 務 課 長 山 口 恵 美 平 山 智 久

住 民 課 長 進 藤 功 次 堀 雅 仁

財 政 課 長 藤 忠 文 熊 谷 重 幸

会 計 課 長 西 村 智 子 大 内 田 幸 介

町 長 三 浦 正 田 村 明 広

教 育 長 今 長 谷 寛 有 隅 哲 哉

地方自治法第１２１条の規定により出席した者

品 川 静 古 屋 宏 治 栗 須 信 治

村 瀨 敬 太 郎 今 長 谷 武 和 荒 牧 泰 範

欠席議員

崎 山 佐 穂 浦 野 雅 幸 吉 本 文 枝

門 馬 良 太 郎 良 瞳 横 山 和 輝

出席議員

令和8年　第1回　定例会　会議録

日時 令和8年２月２6日　　　　午前１０時

場所 篠栗町役場　　議事堂
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午前１０時００分 

○議長（古屋 宏治） おはようございます。 

本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

また、まちづくり課及び議会事務局の２名の職員による写真撮影を許可しておりま

す。 

ただいまから、令和８年第１回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

本日の会議を開きます。 

本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

なお、常任委員会の閉会中の調査結果はタブレットにメールで送信したとおりでご

ざいます。 

これより日程に従い議事を進めます。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、９番 栗須 

信治 議員、１０番 村瀨 敬太郎 議員を指名いたします。 

 

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から３月１２日までの１５日間にしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

従いまして、会期は本日から３月１２日までの１５日間に決定いたしました。 

 

日程第３、議案の上程を議題といたします。 

本定例会に提出されております議案は議案第３号から議案第２４号までの計２２議

案でございます。 

それでは、議案第３号から議案第２４号までを一括議題といたします。 

町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆様おはようございます。 

本日、令和８年第１回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙のなか、
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ご出席賜り誠にありがとうございます。篠栗町では、現在都市圏１６の市町と歩調を

併せて渇水対策本部を設置し、役場の壁に懸垂幕を掲げ、様々なツールで町民の皆様

に節水を呼びかけているところでございます。そうしたなか一昨日の昼過ぎから昨日

午前中まで待望の雨が降りました。現在のところ、鳴淵ダムの水位は降雨前に比べて

０.６％程度上昇し、満水時の５０.５％となっております。しかしながら、筑後川水

系のダムは１０％を切る状況が続いておりますので、今後も予断を許さない状況でご

ざいます。３月のまとまった雨が待たれるところでございます。 

まず、議員の皆様に対しまして改めて私からお詫びを申し上げます。 

オアシス篠栗温浴施設の廃止に関する案件でございます。篠栗町のホームページに

も、２月２０日に私の本件に関する総括的報告を掲載いたしましたが、この案件は 

１年間役場内でしっかり協議をし、温浴施設等の廃止止む無しとの判断から、議会に

条例改正の提案、これは令和７年９月議会でございましたが、それをしたものでござ

いました。が、その際、「篠栗町総合保健福祉センター」であるオアシス篠栗につい

て、今後の果たすべき役割を明確にしなかったことは大いに反省すべき点でございま

した。行政側の早急なオアシス篠栗の温浴施設・トレーニングルームの廃止を盛り込

んだリニューアル案が高齢者の皆様の居場所を失くしてしまうと受け取られ、町民の

皆様からも篠栗町総合保健福祉センターとしての役目を蔑ろにするのかと大きなお叱

りを受けました。 

９月定例会のご指摘とその後頂いたご意見も踏まえ、温浴施設は廃止しますが、高

齢者の憩いの場としての施設の役目を果たすことができるよう、併せて子育て世代の

皆様が子供たちと一緒に集い過ごすことのできるような場所にリニューアルすること

が望ましいと判断いたしました。施設を建設し新規事業を行う場合とは違い、施設を

廃止し、一つの事業を閉じる際は、慎重の上にも慎重に審議を重ね、説明し、議会や

町民の皆様の御理解を頂いて「ならばしかたのないことだ」との判断の上に行わなけ

ればならないと大いに反省するところでございます。 

今後も、施設の用途廃止や変更が続きます。今回の件を反省材料にして、町民の皆

様第一に説明責任を全うして進めてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。この度のことで、町民の皆様に混乱を与えましたことを改めておわび申

し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

さて、国におきましては、２月１８日に特別国会が召集されまして、第２次高市内

閣が発足いたしました。 

２月２０日の施政方針演説において「責任ある積極財政」の考え方のもと、危機管
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理投資や成長投資を推進し、国内産業基盤の強化やエネルギー政策の再構築、デジタ

ル化の加速などを通じて、持続的な経済成長を目指す方針が示されました。併せて、

物価高騰対策や税制の在り方についても検討を進めるとされており、制度改正の内容

によっては国と地方を通じた税財政制度に影響が及ぶことも想定される事態となって

おります。 

特に、地方財政の観点からは、税制改正や経済対策の内容によって、地方交付税や

国庫補助制度の在り方、更には地方税収の動向に変化が生じる可能性があります。成

長政策が地域経済の活性化につながることは期待される一方で、財源配分の見直しが

行われる場合には、自治体の財政運営に直結する課題となるわけでございます。 

さらに、政府は複数年度を視野に入れた政策運営や基金の戦略的活用など、中長期

的視点での財政運営にも言及しております。こうした国の動向は、地方自治体におい

ても単年度の収支均衡にとどまらず、中長期的な財政見通しに基づく計画的な財政運

営を一層求めるものと受け止めております。 

そのような国の動きの中で、福岡県町村会では、明日２月２７日に令和７年度定期

総会が開催されます。その際の決議案においては、『町村は住民に最も身近な行政主

体として、住民が生活を営むための多種多様なサービスの提供と国土・自然環境の保

全、食料やエネルギーの供給、また水源涵養等の公益的機能に加え、わが国の伝統・

文化の継承など、人々の心のよりどころとしても重要な役割を担い続けている。しか

しながら、国際情勢の不安定化や急激な気候変動が経済活動や住民生活に大きな影響

を及ぼし、町村においても、少子高齢化や人口減少、基幹産業である農林水産業の衰

退、頻発する自然災害に加え、物価高や民間の賃上げ等に伴う人件費や委託費の増加

など、多くの課題を抱えており、また学校給食費の抜本的な負担軽減や減税、税制改

正等の新たな制度、政策に対応しなければならないが、総じて税源に乏しく厳しい財

政運営を余儀なくされている。このような中にあっても町村は、住民の生命財産を守

るため、防災・減災対策、国土強靱化の更なる推進を図り、災害からの復旧・復興の

支援対策の充実に努め、安全安心な暮らしの確保と地方創生による分散型国づくりを

国とともに総力を上げて取り組んでいかなければならない。よって、町村が自主的・

自律的に様々な施策を展開しうるよう、地方５団体等関係団体とも協調しながら、下

記の事項の実現に総意を結集し、全力を尽くす決意である。』としまして、 

１、食料・エネルギー安全保障に対する国民の意識の醸成を図るとともに、自給率

向上に向けた施策を強化すること。 

１、学校給食の抜本的な負担軽減に係る財源については、国の責任において、今後
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の安定財源を確実に確保するとともに、中学校での実施についても早期に実現するこ

と。 

１、地方分権改革を推進するとともに、「地方創生」や「デジタル田園都市国家構

想」などの取り組みを検証し、人口減少の克服と東京一極集中を是正するための抜本

的対策を講じること。 

１、減税による地方の減収に対する代替財源を含め、町村にとって最重要課題であ

る地方交付税等の一般財源額を確保すること。 

１、税制改正にあたっては、地方税の充実確保と税源の偏在が小さく税収が安定的

な地方税体系の構築を図るとともに、見通しにあたっては代替財源の確保を前提とす

ること。 

１、町村のデジタル化施策への支援を強化すること。 

１、地域から脱炭素化を推進すること。 

１、「関係人口」拡大と「二地域住居」の推進を図るとともに、都市と農山漁村共

創社会を実現すること。 

など１５項目の決議がなされる予定でございます。 

本町といたしましては、国の政策動向を的確に把握し、必要な財源確保に努めると

ともに、制度変更に左右されにくい持続可能な財政構造を構築していく必要があると

認識しております。その上で、様々な分野においてこれまで以上にきめ細やかに取り

組みを進めていかなければなりません。 

昨年までのように、分野ごと・課ごとの取り組みについては施政方針のなかで詳細

には申し述べませんが幾つかの重要な点についてお話し申し上げます。 

篠栗町として重点的に取り組むべき分野の一つが、防災・減災対策であります。近

年、激甚化・頻発化する自然災害に的確に備えることは、いかなる政策環境の変化の

中にあっても、自治体の最も基本的な責務であります。本町は平成２１年豪雨災害と

いう大きな経験を有しておりますが、現在の職員の中にはその災害を直接経験してい

ない者も少なくありません。だからこそ、当時の教訓を組織として確実に継承し、平

時からの備えを徹底することが重要であります。住民の生命と財産を守るという自治

体の使命を果たすため、防災・減災対策の充実に引き続き取り組んでまいります。 

また、「ゼロカーボンシティささぐり」の実現に向け令和７年度から公共施設にお

けるオンサイトＰＰＡ事業を本格始動いたしました。これは、脱炭素とエネルギー安

全保障の両立を目指す国の方針とも軌を一にするものでありまして、環境負荷の低減

と持続可能な地域づくりを進める取り組みであります。 
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子育て・教育分野におきましては、様々な新たな取り組みを行うための予算を計上

しております。 

公費医療助成の拡充といたしまして、こども医療の対象年齢１５歳までを１８歳ま

で拡大しております。これは、高校生の入院については自己負担なし、通院は月額 

５００円とするものであります。 

子育て支援の充実といたしまして、第３子以降保育料無償化を実施いたします。こ

れは保育所等、認可外を含む保育所でございますが、に通う０から２歳児の第３子以

降の保育料を無償化するものであります。 

小学校給食において、物価高騰対策分も含めて保護者負担なしといたします。 

柳池フサヱ教育地域振興基金を活用した中学生海外派遣事業を令和８年度から開始

いたします。子どもたちが国際的な視野を広げ、将来の地域社会を支える人材として

成長できるよう、経済的な支援、継続的な支援を行ってまいります。 

そうした時代のニーズに合った取り組みをする一方で、本町の財政状況に目を向け

ますと、社会保障関係経費の増加、公共施設の老朽化に伴う維持更新費の増大、さら

には物価高騰の影響などにより、今後の財政環境は一層厳しさを増していくことが見

込まれております。 

これまでも中長期的な財政見通しを踏まえ、歳出の抑制や事業の重点化を図りなが

ら財政運営を行ってまいりました。また、行財政改革大綱に基づき、公共施設の見直

しや組織の効率化などにも取り組んできたところであります。しかしながら、歳出構

造の硬直化が進む一方で、公共施設の統廃合や総量の適正化については、利用者への

影響や地域との調整といった課題もあり、十分に進んだとは言えない状況にあります。 

このような状況を踏まえまして、単年度ごとの収支調整にとどまるのではなく、町

全体として経常的に発生している経費そのものを見直し、持続可能な行財政構造へと

転換していくことが重要であります。経常的経費が高い水準で推移したままでは、将

来世代に過度な負担を残すことになりかねません。今この段階で構造を見直すことこ

そが、将来に渡り町の機能を安定的に維持していくための責任ある判断であると考え

ます。宇美町が策定いたしました４０年間の方向性を見据えた「公共施設再配置計画」

等を参考にしながら、「篠栗町公共施設等総合管理計画」これはあくまで仮称でござ

いますが、それで全体方針を明確にし、財政負担の軽減のみならず地域特性を活かし

た施設サービスの向上を目指した計画を策定したいと考えております。 

加えて、役場の開庁時間や公共施設の開館時間のあり方についても検討を進めてま

いります。現在の施設数や規模を前提とするのではなく、利用実態や将来需要を踏ま
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えて、統廃合や複合化を含めた最適配置に向けた再検討を行ってまいります。施設を

維持すること自体を目的とするのではなく、町全体として必要な機能をいかに持続可

能な形で確保するかという視点で判断してまいります。 

これらの取り組みは、個別の対策ではなく、経常的経費全体を抑制するという共通

の目的のもとで一体的に進めるものであります。これまでと同じ形でのサービス提供

が難しくなる場面も想定されますが、将来急激な縮小を余儀なくされる事態を避ける

ためにも、今こそ計画的かつ段階的な構造改革を進める必要があります。 

令和７年度に行った業務量調査を活かして、業務そのものを精査し、真に必要な行

政サービスに重点化することで、業務量を適正な水準へと見直してまいります。その

上で、業務量に見合った人員体制への転換を進め、人件費を含む経常的経費の縮減を

図るとともに、人材育成に努め、財政の健全化を確保してまいります。令和８年度に

は、町長直轄のプロジェクトチームを立ち上げ、１年間かけて体制の見直しを図り、

令和９年度から新組織・新体制で臨むことのできるよう進めたいと考えております。 

本定例会では、令和８年度当初予算をはじめ、重要な案件を御審議いただくことに

なります。限られた財源の中で、将来世代に負担・責任を果たす持続可能な財政運営

を実現するための予算編成を行ったところでございます。 

高市早苗内閣総理大臣は昨年１０月の２４日新首相として就任の際に、所信表明演

説の結びで、聖徳太子の十七条憲法の第１７条「事独り断（さだ）む可からず。必ず

衆（もろとも）と与（とも）に宜しく論（あげつら）う可し」の言葉を引用されまし

た。政治とは一人で解決するものではなく、広く議論を尽くして、共に判断していく

営みであります。私も篠栗町の行政と議会を自治の両輪として尊重するとともに、住

民の皆様との対話を重ねながら、篠栗町の将来にとって最善の選択を導き出してまい

る覚悟でございます。 

議員の皆様におかれましても、こうした基本的な方向性について御理解を賜ります

とともに、慎重かつ建設的な御審議をお願い申し上げます。 

続きまして、本定例会に提案しております議案第３号から議案第２４号までの２２

議案について説明をいたします。 

議案第３号は「専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）」であります。

本議案は、令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、承認を求めるものであります。本議案は、衆議院議員総選挙実施に伴う

もので、令和７年度篠栗町一般会計予算の総額に１,５９８万８,０００円を追加し、
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予算総額を１６２億６,３２８万１,０００円とするものであります。 

議案第４号は「篠栗町教育委員会委員の任命について」であります。本議案は、現

委員の 木森 信登 氏が令和８年３月３１日をもって任期満了となるため、後任として

新たに 青木 晃司 氏を教育委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

議案第５号は「篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について」であります。本議案は、「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準」が令和８年４月１日に施行されたことによりまして、本町においても令和８

年度から特定乳児等通園支援事業を実施するにあたり、運営等の基準を定める必要が

あるため、本条例を制定するものであります。 

議案第６号は「篠栗町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」であり

ます。本議案は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタ

ル社会形成基本法等の一部を改正する法律が令和８年５月２１日に施行されることに

伴いまして、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。

改正の内容は、行政手続法により定められた、公示送達の方法によって行う通知につ

いてインターネットを通じて行うことを可能にするものであります。 

議案第７号は「篠栗町附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

であります。本議案は、篠栗町地域公共交通会議設置要綱及び篠栗町運賃協議会設置

要綱の制定に基づき、それぞれの会議を附属機関として設置するため、本条例の一部

を改正するものであります。 

議案第８号は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」であります。本議案は、篠栗町地域公共交通会議

設置要綱及び篠栗町運賃協議会設置要綱の制定に基づき、それぞれの会議の委員等の

報酬等の額を規定するため、本条例の一部を改正するものであります。 

議案第９号は「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」であります。本議案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行によ

り実施された定年引上げの運用にあたり、所要の規定を整備するため、本条例の一部

を改正するものであります。改正の内容は、定年引上げ実施の趣旨である、少子高齢

化が進行する社会情勢の中での複雑高度化する行政課題への的確な対応への観点から、

能力と意欲のある高齢期職員の更なる活用を推進していくため、５５歳を超える職員

に適用している昇給条件について見直しを行うものであります。 

議案第１０号は「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」
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であります。本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和８年４

月１日から施行されることに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正

するものであります。改正の主な内容は、子ども・子育て支援納付金制度が令和８年

度に創設されることに伴い、医療保険者が被保険者等から徴収する子ども・子育て支

援納付金の賦課・徴収の方法等を定めるものであります。 

議案第１１号は「篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の全部を改正する条例の制定について」であります。本議案は、児童福祉法第３４

条の１６第２項の規定により、内閣府省令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準が、社会情勢の変化や安全対策の強化に伴い、頻繁に改正されている状

況を鑑み、本条例の構成について、本基準を引用する形式へと改めるため、本条例の

全部を改正するものであります。 

議案第１２号は「篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本議案は、児童福祉法

の一部を改正する法律が令和７年１０月１日に施行されたことに伴い、所要の規定を

整備するため本条例の一部を改正するものであります。改正の内容は、放課後児童支

援員に義務づけられた有すべき資格として、地域限定保育士を追加するものでありま

す。 

議案第１３号は「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制

定について」であります。本議案は、子ども・子育て支援法の規定により、内閣府省

令で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準が、社会情勢の変化や安全対策の強化に伴い頻繁に改正

されている現状況を鑑み、本条例の構成について、本基準を引用する形式へと改める

ため、本条例の全部を改正し、題名を改めるものであります。 

議案第１４号は「工事変更契約の締結について」であります。本議案は、篠栗北地

区産業団地事業用地２法面工事について９８７万４,７００円を減額し、総額 

８,１３６万５,９００円で不二グラウド工業株式会社と変更契約を締結するもので、

篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。主な変更内容は、当該工事において、

必要となる交通誘導員の人数が減少したことに伴う変更であります。 

議案第１５号は「町道の路線変更について」であります。本議案は、宅地開発に伴

い、既存町道の終点が変更になることから、道路法第１０条第２項及び第３項の規定
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により議会の議決を求めるものであります。変更路線名は篠栗地区５２号線でありま

す。 

議案第１６号は「令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）について」であ

ります。当該補正予算は、令和７年度篠栗町一般会計補正予算の総額から 

９,２２９万円を減額し、予算総額を１６１億７,０９９万１,０００円とするものであ

ります。 

まず、歳入の主なものといたしましては、町税１億６,６０３万１,０００円、地方

消費税交付金１億１,０００万円、地方交付税２億６,００２万３,０００円をそれぞれ

追加し、国庫支出金２億９,４４９万５,０００円、繰入金４億円をそれぞれ減額する

ものであります。 

次に、歳出の主なものといたしましては、総務費において、一般管理費として（退

職手当組合負担金）１,１００万円を追加し、企画費として（篠栗北地区産業団地事業

用地２法面工事）３,９２３万６,０００円を減額するものであります。 

民生費において、高齢者支援費として（県介護保険広域連合費） 

１,１８６万９,０００円を減額し、障がい者福祉費として（自立支援サービス給付）

６,７００万円を追加し、子育て支援費として（児童手当）２,０００万円を減額する

ものであります。 

衛生費において、予防費として（予防事業委託料）１,６００万４,０００円を減額

し、総合保健福祉センター運営費として（指定管理料）４,２８５万６,０００円を追

加し、塵芥処理費として（須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金） 

５,０６５万３,０００円を減額するものであります。 

農林水産業費において、農業振興費として（ため池耐震診断業務委託） 

１,４００万円を追加するものであります。 

繰越明許費については、消防車両購入事業ほか９件の総額３億８１５万６,０００円

を追加するものであります。 

最後に、地方債については、一般補助施設整備等事業１,４７０万円、公共事業等 

１,０５０万円を追加し、借入限度額を変更するものとして、防災対策事業 

３,９３０万円、社会福祉施設整備事業１,５４０万円、防災・減災・国土強靱化緊急

対策事業１,０８０万円、学校教育施設等整備事業５億５,０００万円をそれぞれ減額

し、緊急防災・減災事業６億３,６６０万円を追加するものであります。 

議案第１７号は「令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につ

いて」であります。当該補正予算は、令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計予算か
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ら、歳入歳出それぞれ２,４６４万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２７億１,３０６万９,０００円とするものであります。内容は、医療費

等療養諸費について減額補正するものであります。 

議案第１８号は「令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）に

ついて」であります。当該補正予算は、令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予

算に、歳入歳出それぞれ６７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５億７,２２０万７,０００円とするものであります。内容は、県費負担金の

確定により増額補正するものであります。 

議案第１９号は「令和７年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）について」で

あります。当該補正予算は、第１浄水場更新事業において、整備を予定していた山王

取水井について、調査の結果、当初想定していた揚水量が得られないことが判明した

ため、この部分については整備対象から外して再公告をおこなったことから、第５条 

継続費において、総額を１億５,４００万円の減額の２７億２,２５０万円とし、年割

額を令和８年度１億７,０５０万円、令和９年度１０億６００万円、令和１０年度 

１３億２,０００万円、令和１１年度２億２,６００万円とするものであります。 

議案第２０号から議案第２４号までの５議案は、令和８年度の各会計の当初予算で

あります。 

議案第２０号は「令和８年度篠栗町一般会計予算について」であります。予算総額

は１３５億９,７９３万６,０００円で、前年度当初予算に対し 

９億３,３８７万５,０００円、６.４％の減額となっております。 

令和８年度の予算編成につきましては、前年度同様「第７次総合計画」を踏まえ、

限られた歳入財源を有効に活用する事業を選定し、歳出削減に努めております。 

それでは、歳入歳出の主なものを御説明いたします。 

まず、歳入の主なものについてでございますが、町税は、町民税及び固定資産税の

増収を見込み、前年度と比較して３億８３５万４,０００円増の 

３９億３,８８９万８,０００円を計上するものであります。 

地方交付税は、前年度と比較して２億２,５１７万円減の２２億２,６６５万円を計

上するものであります。 

国庫支出金は、学校施設環境改善交付金、保育所等整備交付金、公立学校情報機器

整備費補助金いわゆるギガスクール端末購入分ですが、の減額等により、前年度と比

較いたしまして、４億４,２５６万１,０００円減の２３億８,６４５万円を計上するも

のであります。 
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県支出金は、給食費負担軽減交付金、第３子以降保育料無償化事業費補助金等の増

額により前年度と比較して１億４,５６９万６,０００円増の 

１３億３,５０５万３,０００円を計上するものであります。 

繰入金は、前年度と比較して２億３４０万円増の１５億３４０万円を計上するもの

であります。 

諸収入は、デジタル基盤改革支援補助金の減額等により、前年度と比較いたしまし

て、５,７１４万２,０００円減の２億６,９６０万１,０００円を計上するものであり

ます。 

町債は、学校教育施設等整備事業債の減額等により、前年度と比較いたしまして、

９億２,０３０万円減の２億１,９００万円を計上するものであります。 

続きまして、歳出の主なものについてであります。 

総務費は、行政事務包括委託料３億８７７万４,０００円、ふるさと寄附金返戻品ほ

か関連事業費２億２,５０１万４,０００円、住居表示実施整備事業関連委託料 

１,３７０万６,０００円、県議会議員選挙費９９８万８,０００円など、前年度と比較

して９,５６７万６,０００円減の２１億４,２６４万３,０００円を計上するものであ

ります。 

民生費は、福祉総合計画策定等支援業務委託料１,３７０万６,０００円県介護保険

広域連合費３億８,２８６万９,０００円、自立支援サービス給付 

１２億７,４０１万８,０００円、後期高齢者医療療養給付費負担金 

３億８,２２０万９,０００円、児童運営費委託料１４億４,５２２万３,０００円、こ

どもの居場所支援事業費補助金１,５３６万５,０００円、子ども医療費 

１億７,９９９万円、児童館等業務指定管理料１億８９７万７,０００円、放課後児童

健全育成事業費補助金４,０５７万４,０００円など、前年度と比較して、 

７,９７７万８,０００円増の５５億９９６万円を計上するものであります。 

衛生費は、妊婦のための支援給付金２,８８０万円、予防事業委託料 

１億２,２４８万４,０００円、オアシス篠栗設備管理業務委託料 

２,６１０万８,０００円、巡回バス運行業務委託料５,１００万円、省エネ家電購入補

助金１,５４０万円、塵芥等収集運搬費２億５,０１１万２,０００円、須恵町外二ヶ町

清掃施設組合分担金６億１８３万１,０００円など、前年度と比較して、 

１億４,０５７万５,０００円増の１６億５３５万７,０００円を計上するものでありま

す。 

農林水産業費は、小葉山線林道排水維持工事９８６万７,０００円など、前年度と比
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較して、１,３２１万円減の１億８,２６８万５,０００円を計上するものであります。 

商工費は、プレミアム付商品券補助金１,０００万円など、前年度と比較して、 

１,１３２万２,０００円増の１億４,４５８万８,０００円を計上するものであります。 

土木費は、萩尾橋保全工事ほか道路改良工事３,７３３万１,０００円、往還川河川

改修工事２,３７５万５,０００円など、前年度と比較して 

２,６７４万７,０００円増の３億８,６３３万２,０００円を計上するものであります。 

消防費は、消防支援車購入費１,５０６万４,０００円、粕屋南部消防組合分担金 

３億９,７３６万２,０００円、防災行政無線(同報系)更新 

６,９４０万３,０００円など、前年度と比較して１億１,２６９万８,０００円減の 

５億８,２５３万８,０００円を計上するものであります。 

教育費は、小学校給食費負担軽減補助金１億８８５万２,０００円、物価高騰対応学

校等給食費補助金４,６６１万３,０００円、篠栗小学校屋内運動場長寿命化改修工事

設計業務委託１,８５８万７,０００円、篠栗小学校校内通信ネットワーク機器更新工

事１,３７１万７,０００円、北勢門小学校給食棟空調設備改修工事４,０００万円、中

学生海外派遣業務委託料９００万円など、前年度と比較して 

１１億１,２３７万８,０００円減の１４億６８万３,０００円を計上するものでありま

す。 

公債費は、起債元金及び利子償還費用として、前年度と比較して 

１億２,３５２万６,０００円増の７億８,２５９万４,０００円を計上するものであり

ます。 

諸支出金は、特別会計等への繰出金７億６９９万６,０００円など、前年度と比較し

て１,２９２万円増の７億６９９万６,０００円を計上するものであります。 

債務負担行為は、令和８年度に須恵町外二ヶ町清掃施設組合に対する一時借入金に

係る債務保証として、総額５億円を限度額とする借入金及びこれに対する利息の合計

を設定するものであります。また、令和８年度から令和１８年度に、教育施設照明Ｌ

ＥＤ化リース、篠栗小学校、萩尾分校、勢門小学校、北勢門小学校が対象でございま

すが、このＬＥＤ化リースとして１億７,５７０万６,０００円を設定するものであり

ます。 

最後に、地方債は、緊急防災・減災事業ほか７件の総額２億１,９００万円を計上す

るものであります。 

議案第２１号は「令和８年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」でありま

す。当該予算は、総額２６億６,１６８万６,０００円で、前年度当初予算額に対し 
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２.８％の減となっています。 

歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税４億７,６１３万２,０００円、

県支出金１９億２,０４０万１,０００円を計上いたしております。 

歳出の主なものといたしましては、保険給付費１８億８,０１２万円、国民健康保険

事業費納付金６億８,７７５万１,０００円を計上いたしております。 

議案第２２号は「令和８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」であり

ます。当該予算は、６億２,８１９万２,０００円で、前年度当初予算額に対し 

１１.１％の増となっています。 

歳入の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料 

４億６,１２８万６,０００円、一般会計繰入金１億６,６８６万７,０００円を計上い

たしております。 

歳出の主なものといたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金 

６億４９７万５,０００円を計上いたしております。 

議案第２３号は「令和８年度篠栗町水道事業会計予算について」であります。当該

予算は、対前年度比では、収益的収入１.６％増、支出１.６％増となり、資本的収入

９３.３％増、支出４６.３％増となっております。収益的収入 

６億５,６０２万６,０００円、同支出６億３,９４９万２,０００円で、 

１,６５３万４,０００円の黒字予算となっております。 

収入の主なものといたしましては、水道使用料５億９,２８６万８,０００円を計上

いたしております。 

支出の主なものといたしましては、福岡地区水道企業団受水費 

２億７５８万４,０００円、支払利息１,６３９万８,０００円を計上いたしております。

資本的収入及び支出においては、資本的収入３億６,２００万円、同支出 

４億５,５８３万２,０００円で、９,３８３万２,０００円の赤字予算となっています

が、不足する額は損益勘定留保資金等９,３８３万２,０００円で補填する予定でござ

います。 

収入の主なものといたしましては、企業債３億６,２００万円を計上いたしておりま

す。 

支出の主なものといたしましては、建設改良費３億６,７２５万４,０００円、企業

債償還金８,８５７万８,０００円を計上いたしております。 

議案第２４号は「令和８年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について」で

あります。当該予算は、対前年度比では、収益的収入０.６％増、支出０.２％減とな
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り、資本的収入は１.０％増、支出が２.７％減となっております。収益的収入及び支

出においては、収益的収入８億９,１５０万円、同支出が８億８,０５３万７,０００円

で、１,０９６万３,０００円の黒字予算となっております。 

収入の主なものといたしましては、下水道使用料５億２,０６８万２,０００円、他

会計負担金１億６００万円を計上いたしております。 

支出の主なものといたしましては、流域下水道維持管理負担金２億９,４４４万円、

支払利息６,３７７万１,０００円を計上いたしております。 

資本的収入及び支出においては、資本的収入３億７,０７１万１,０００円、同支出 

５億７,０２０万６,０００円で、１億９,９４９万５,０００円の赤字予算となってお

りますが、不足する額は損益勘定留保資金等１億９,９４９万５,０００円で補填する

予定でございます。 

収入の主なものといたしましては、企業債２億４,６７０万円、他会計負担金 

１億２,４００万円。 

支出の主なものといたしましては、建設改良費１,３００万円、流域下水道建設負担

金５,０１９万１,０００円、企業債償還金５億７０１万５,０００円を計上いたしてお

ります。 

以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由であります。 

慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの提案理由の説明に対し大綱質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 今定例会にも、条例の制定そして各種予算案また工事請負契約

など、多岐にわたって提案されておりますが、その判断をする前段の部分として、冒

頭に町長からオアシス篠栗の温浴施設廃止に関するお詫びのお話がございましたが、

現在ある町の施設で不要なもの、町のサービスで不要なもの、これ何ひとつないと思

うんですが、先ほど来、町長が説明されておりますように国の構造改革により、なお

一層厳しい財政改革を自治体に求められるとするときに、その廃止を余儀なくされる

そのときに今までの旧態依然とした住民説明会というのを開けば、開いたけど聞いて

くれないで住民説明会の意味はないですし、どういう手法で持っていかれるのか、そ

して全体の基本的なスタンスというのをここではっきりしておいていただかないと、

もしそれがないんだとしたら、いつまでもそのサービスを続けなければいけないとし

たら、この今回の予算にしても、その補填部分を残さなくちゃいけないっちゅう予算
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になりましょうし、その辺りの説明の手法を含めた在り方の基本的なスタンスという

のをちょっとお聞かせ願えますでしょうかね。 

○議長（古屋 宏治） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまの御質問にお答えいたしますが、提案理由の前に私が施

政方針の中で申し述べたように、今御指摘もありましたように施設については今後い

ろんな形で統廃合、それから集合等をやっていかなければいけないということを申し

上げました。それについては、個別のことに関しては、もう少し具体的に、検討する

検討委員会をつくらなければいけないということで、宇美町の４０年計画に倣い、し

っかりとした進め方をした上で御報告しなければいけないと思っております。 

個別の施設において、住民説明会をして廃止するか存続するかというようなことよ

りも、「全体の施設を個々をこういうふうに変更して、こういうふうな形にしていき

ます」、あるいは「この施設はリニューアルして、こういう形で使います」というよ

うな全体のことを、今からしっかりと固めて、それをもとに具体的な動きになってい

くというような計画で進めなければ、住民の皆様の御理解は得られないと思いますし、

議会でも御賛同を得られないんではなかろうかと思っております。 

個別のことにつきましては、今後、今私が施政方針の中で申し上げたことをまず前

提として進めた上で、それから皆様方に、それぞれの方針、個別の方針、あるいは全

体方針も含めて、御説明した上で進めてまいりたいと思います。 

○議長（古屋 宏治） 荒牧議員、よろしいですか。 

○議長（古屋 宏治） はい。 

はい、ほかに質疑はありませんか。 

ないようですのでこれで質疑を終わります。 

 

日程第４、議案の委員会付託についてを議題といたします。 

議案第３号から議案第２４号までの２２議案を一括議題といたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案のうち、議案第４号は人事案件ですので、委員

会の付託は省略し、本日の日程といたします。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）。 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 
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次に、議案第５号から議案第１５号までの１１議案につきましては、タブレットに

掲載のとおり総務建設・文教厚生それぞれの所管の常任委員会に付託したいと思いま

す。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

次に、議案第３号及び議案第１６号から議案第２４号までの予算関連１０議案につ

きましては、議長を除く１１人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託した

いと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

なお、予算特別委員会の正副委員長については申し合わせにより、委員長は３番  

吉本 文枝 議員、副委員長は７番 品川 静 議員であります。 

次に、報告第１号から報告第３号まで、予算特別委員会の３日の補正予算審議後に

全員で報告を受けたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 

 

日程第５、議案第４号「篠栗町教育委員会委員の任命について」を議題といたしま

す。 

議案の説明を吉村学校教育課長に求めます。 

はい、吉村課長。 

○学校教育課長（吉村 秀昭） 学校教育課長の吉村でございます。 

議案第４号「篠栗町教育委員会委員の任命について」 

次の者を篠栗町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意

を求める。 
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氏名 青木 晃司 令和８年２月２６日提出 篠栗町長 三浦 正  

提案理由、教育委員 木森 信登 氏が、令和８年３月３１日をもって任期満了となる

ため。経歴・詳細につきましてはタブレットを御覧ください。 

御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの学校教育課長の説明に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は人事案件でございますので討論は省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に同意することについて賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます投票総数１１、賛成１１であります。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第４号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１０時５７分 
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開会 午前１０時００分 

○議長（古屋 宏治） おはようございます。 

本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

傍聴に来庁されました皆様には感謝申し上げます。 

傍聴に際しましては一般質問通告書一覧１ページの注意事項に目を通していただき、

御協力頂きますようお願い申し上げます。 

本日は、議会事務局職員の写真撮影を許可しております。 

 

それでは、日程第１、一般質問を行います。 

質問者は６名でございます。 

質問時間は申し合わせにより、答弁を除き１人３０分以内といたします。 

この際、議員の皆様に議事進行に際しましてのお願いを申し上げます。質問議員も

答弁者も言葉遣いには気をつけるように求めます。発言内容を精査して小職において

処置いたします。 

御協力お願いいたします。 

それでは、順次質問を許可いたします。質問順位１番、荒牧 泰範 議員。 

○議員（荒牧 泰範） 議席番号１２番、荒牧でございます。 

町長に１問質問いたします。「県道６０７号線の渋滞緩和を望む」ということで、

門松交差点が立体交差になり福岡市方面への渋滞が随分と緩和されましたが、篠栗駅

前信号から町民体育館前信号までの混み具合は旧態依然としたままです。この間は朝

夕のラッシュ時のみならず、昼間でも渋滞が頻繁に見られます。 

原因として考えられるのは、道路南側に金融機関や大型小売店が並んでいることも

一つの要因でこれは如何ともし難いものがございます。 

行政として、改善しなくてはならない道路形態として考えられるものは、まず駅前

信号機から次の手押し信号機までの距離が短すぎかつ上下の信号と同期されていない

こと、二つ目はミスターマックス角の交差点に右折待機場所がないこと、三つ目は町

民体育館前信号において右折車が２台以上になると渋滞するので右折待機場所の狭さ

であると思います。 

以上の、３点は早急に改善すべきですがいかがでしょうか。 

また、花水木方面から県道交差点は視界が悪く頻繁に事故が起こっているので改善

が必要ですし、勢門小学校バス停から乙犬バス停間は信号機がなく高齢者などはバス

停を利用するに非常に危険な状態ですので、信号機の必要箇所の見直しを公安委員会
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と協議していただきたいのですが、いかがでしょうか。 

町長にお尋ねいたします。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

荒牧議員からの「県道６０７号線の渋滞緩和を望む」についての御質問にお答えい

たします。 

門松交差点の県道立体交差化以降、福岡市方面への交通渋滞はかなり緩和されまし

た。特に、尾仲・乙犬付近の県道は比較的スムーズに流れております。 

一方で、篠栗駅前信号から町民体育館前信号までの区間においては、御指摘のとお

り、朝夕のみならず日中においても混雑が発生している状況は町としても認識してい

るところでございます。 

当該道路は、福岡県が管理する県道でありまして信号機の設置及び制御は福岡県警

察の所管であることから、町が直接改良を行うことはできませんが、両者の見解を含

め、順に答弁をいたします。 

一つ目の「駅前信号から次の手押し式信号までの距離が短すぎ、かつ上下の信号と

同期されてないこと」については、所管の粕屋警察署に確認いたしましたところ「福

岡市方面の若杉登山入口の信号と連動させることは可能だが押しボタン式ではなくな

る。押しボタン式ではなくなると歩行者の待ち時間が今より長くなるため、歩行者が

頻繁に渡れない状況となり、無理な横断などで事故が起こる可能性がある」とのこと

でございました。今後は、当該信号機を利用して南北に渡る歩行者数を調査し、歩行

者の安全上支障がないと判断できれば、道路管理者である福岡県及び粕屋警察署に信

号機の連動を求めていきたいと考えます。 

二つ目の「ミスターマックス角の交差点に右折待機場所がないこと」については県

道を管理する福岡県土整備事務所に確認いたしましたところ、「右折車線の設置につ

いては現状の歩道を含めた道路幅員に対し、さらに道路用地を確保する必要がある。

現在主要幹線道路の整備を優先しており、現状としては改良は容易ではない」とのこ

とでございました。 

三つ目の「町民体育館前信号において右折車が２台以上になると渋滞するので、右

折待機場所の狭さである」ということにつきましては、県土整備事務所といたしまし

ても「ミスターマックス交差点と同様の理由で改良は容易ではない」とのことでござ

いました。 
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新設道路で右折車線を設置するときは、交通量調査を基に右折待ち車の台数を予測

し、右折車の滞留長を計算した上で、右折車線の要否の判断や長さを設計することが

あります。しかし、今回のような既存の道路につきましては新たな道路用地の確保が

必要となりますし、右折車線の設置などの交差点改良を行うことは、町道においても

なかなか難しいのが現状でございます。 

また、一般的に交差点の大きさについては交差点内での通過車両の速度を抑制する

ために、交差点はできるだけコンパクトにすることも通例となっております。 

重ねてになりますが、県道６０７号線は道路管理者が福岡県であり、交通管理者が

福岡県警察であるため町が直接道路改良を行うことはできません。しかしながら、篠

栗町内の全ての道路の課題につきましては、交通の円滑化・通行上の安全確保の２点

の観点から、解決していくことが重要であると町も考えております。 

御指摘頂きました、「花水木方面から県道交差点は視界が悪く頻繁に事故が発生す

る」、「篠栗駅前交差点から若杉山登山入口までの信号の多さで渋滞している」、

「勢門小学校バス停から乙犬バス停まで信号機や横断歩道がないことによる横断の危

険性がある」など町内の県道６０７号線の全体を見ながら、車両・歩行者の交通量や

事故の発生状況を把握するとともに、福岡県及び粕屋警察署に対しまして信号機の必

要か所の見直しや信号の制御方法、右折レーン設置の可能性、距離の改良など、高齢

者をはじめとした歩行者の安全対策と車両通行の渋滞対策について、両者と協議を行

い、道路環境の改善を今後も求めてまいりたいと考えます。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） どこも今、財政難で、県におかれましても主要幹線道路に予算

を充当するのになかなか難しいということですが、６０７号線の交通量というのは、

これはもう主要幹線道路に値するようなものがあるんじゃなかろうかと思いますので

何とかそこは一つ強く県に対して要望していただきたいと思うんですが、ただその右

折帯についても全然もうビルが張りついてなんて格好ですと要望しても無理なんでし

ょうけど、今あった当該交差点を左側が幸いにしてその駐車場であるところが多いん

で用地買収をかけるのが不可能ではないと思われるんで、その辺りはやっぱり用地買

収を町も、一生懸命応援するんで…加勢させてもらうんで、県としても何とかお願い

いたしたいというのはやはり強く要望していただきたいと思います。 

そして、最後の信号ですが、以前お話…質問させていただいいた時も、なかなか新
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規の信号機の設置は公安委員会が認めてくれないという話は重々分かっております。

ただ、現状見てみると時と共に形態というのが変わりまして、昔は篠栗駅中心に物が

植えてたんでしょうけども、今は乙犬までの間、どこも全て必要な道路になってると

思います。 

そういうことを鑑みますと、増やせないんだったら一つバーターで、手押し信号機

…あの信号機は左右にありますんで、あ、すみません話の途中で確認したいんですが

よろしいですか。 

○議長（古屋 宏治） はい、どうぞ。 

○議員（荒牧 泰範） 都市整備課長。あの間っていうのは今の信号機の設置基準は確

か、誤認を避けるために１５０メーター以上空いてないといけない、という基準があ

ると思うんですが現状どのくらいなもんなんですかね。 

○議長（古屋 宏治） はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） はい、お答えします。 

篠栗役場前、篠栗駅前、新町、若杉登山口と４つほど信号が連続しておりますが、

そちらの間隔については、概ね全部１１０メートル間隔で３スパンいってるような形

になっております。 

原則として、１５０メートル以上っていうのは福岡県の設置基準でありますが、誤

認の恐れがなかったら１５０メートル未満でもオーケー、ということになっておりま

すので、ちょっと設置した時の経緯は分かりませんが、現状としては今１１０メート

ル間隔になっているということでございます。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） となると、誤認がないんで実際問題「誤認でぶつかった」とい

う話も聞きませんが、ただ新設を増やせないんだったら、当該手押し式信号を西に行

っても東に行っても道が渡れて、駅に行かれる方は駅前信号を使っていただければい

いし、病院の方に行かれたい方は若杉登山道の方を使っていただければいい。迂回で

きる距離２２０メーターですね最大でも、そしたらその手押し信号を撤去していただ

いて、本当に危ない横断をしてらっしゃる勢門小から乙犬バス停の間に新設を許可を

お願いする、バーター的なお願いができないもんだろうかと思うんで、その辺り町長

いかがでしょうかね。 

○議長（古屋 宏治） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 私の家のすぐ前の信号でございますんで、なかなかそうしましょ
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うとは言いづらいところでございますが、まずは私どもの町としては前提として、今

お話があったように昔からの流れから人の流れというのは随分変わって、今勢門小学

校のところの町民体育館前交差点から乙犬のところまで何もないのはやっぱり、これ

は危険ですよということをしっかり伝えて信号の増設をお願いするというのが、まず

第１番目のことではなかろうかと思います。 

よく私どもも交通関係の部署に行ってお願いすると、「まず事故が起こるところか

ら…事故が起こったところから新設していっておりますので。」みたいな話があって、

「じゃ事故が起こらないとしないんですか」っていうことを、よく私どもも訴えてま

いるわけでございますが、起こる可能性があるところはしっかりと新設をして、新設

をお願いするということを引き続き要望してまいりたいと思います。バーター取り引

きのことはちょっと、その次の段階で考えたいと思います。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 本当にもう、以前から、町長がご苦労なされていることは分か

りますが、右折帯の拡幅のための町としての協力、そして現状を勢門小学校前から乙

犬までの間を、県公安委員会でも十分に見ていただいて、ぜひとも新設を急いで頂き

ますように強く要望して終わります。 

 

○議長（古屋 宏治） はい。 

質問順位２番、太郎良 瞳 議員。 

○議員（太郎良 瞳） 議席番号５番、太郎良瞳でございます。 

通告に従い質問いたします。 

本日は、「高齢者の居場所づくり」についてお尋ねいたします。 

本町では、高齢者の介護予防や健康づくり、居場所づくりの観点から、元気もんラ

ボや各地域でのサロン活動、さらには、おひさま活動など、さまざまな取り組みが行

われています。 

一方で、参加者の固定化や担い手の減少、また、入院や高齢化の進行により、参加

者数が減少し地域間の差といった課題もあると伺っております。 

また、高齢化が進む中で地域との関わりが薄れがちな方や、人と接する機会が少な

くなっている方もおられます。 

高齢者の社会参加や交流の場となる居場所づくりは、健康づくりや孤立防止の面か

らも、単に場所を設けることにとどまらず、参加しやすい居場所づくりや持続可能な
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仕組みの構築が重要であると考えます。 

これらのことから３点お伺いいたします。 

まず最初に、高齢者の居場所づくりを進める中で、行きたいと思いながらも参加を

ためらう方への配慮も大切だと思います。参加をためらう要因をどのように捉え、参

加しやすい環境を整えていくための支援策についてどのように考えていらっしゃるか

をお伺いいたします。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは、太郎良議員から「高齢者の居場所づくり」について

という、これからの時代大変重要な課題について御質問をいただきました。 

１から３まで御質問の項目があるということでございます。それぞれの項目は、福

祉課長が所管しておりますので、まず１番目から福祉課の村瀬課長から答弁いたさせ

ますのでよろしくお願いします。 

○議長（古屋 宏治） はい、村瀨福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） お答えいたします。 

現在、町では、令和３年から８年度までを計画期間とする「篠栗町総合福祉計画」

に基づき、「個性を尊重し、健やかにいきいきと暮らせるまち」を基本理念に、さま

ざまな福祉事業を行っており、さらに個々の施策を推し進めるべく、令和９年度から

を計画期間とする新たな「福祉計画」策定の準備作業に入っているところです。 

現計画中に定める「高齢者保健福祉計画」では、「関係機関が連携を強化した支援

の推進」を目標としており、地域包括支援センターを中心に役場各課や社会福祉協議

会、行政区、関係団体などと連携しながら、高齢者に対して適切な支援ができる体制

づくりを進めています。 

高齢者の介護予防や健康づくり、居場所づくりは町の重要な課題と捉え、オアシス

篠栗では「元気もんラボ」の開設、各地域での「サロン活動」や「おひさま活動」へ

の支援など、高齢者の居場所づくりを推進してきました。 

また、自立する高齢者の居場所としましては、「シニアクラブ」や「シルバー人材

センター」に活動費の助成を行い、高齢者の生きがいを創出する取り組みも行ってい

ます。 

議員の御質問の「参加をためらう要因に対する支援策」につきましては、ためらう

要因が交通手段の制限によるもの、運動能力の低下によるもの、お気持ちの問題など

さまざまであることから、その方に応じた支援を行うことになります。交通手段の制
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限や運動能力の低下により、通いが難しい方には送迎可能な介護予防事業、集団に入

るのが苦手でおひとりで過ごすことを好まれる場合には御自宅でできる介護予防など

を御案内しております。 

このように個々に応じた事業を行いながらも、高齢者が地域で孤立せず、安心して

暮らせるよう、引き続き各行政区と連携し、隣近所での身近な助け合いや地域での理

解と協力による支え合いの仕組みづくりに努めてまいります。 

○議長（古屋 宏治） はい、再質問はありますか。 

はい、太郎良議員。 

○議員（太郎良 瞳） 高齢者の居場所づくりについてさまざまな取り組みをお伺いし

て、そういう中で高齢者の方も強い力になるとは思います。 

実際に関心もあるんですけど、居場所づくりがいろいろあって関心はあるんですけ

ど「初めての場所に行きにくい」とか、そういう感じで、それとか「迷惑ではないか」

そういう一歩踏み出すのに行きたいけども一歩踏み出すのに、ちょっと躊躇するって

いう方もあると伺っております。そういう方へのもう少しきめ細やかな対策とか働き

かけを進めていく考えはおありでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） はい、お答えします。 

具体的な支援策については、今お答えすることはできませんが、これからは通いの

場の内容につきまして、固定化を打破して、既存のメンバーの方にももちろん配慮し

ますが、新しい人が「ここなら行きたい」と思えるような環境を継続的につくり出す

ことや、あと口コミですね、知り合いの方からのお誘いや家族からのお勧め、そうい

ったことを支援しながら、なるべく通いやすいようなきっかけづくりを進めてまいり

たいと思っております。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。いいですか。 

では、２問目お願いします。 

○議員（太郎良 瞳） ２問目行きます。 

居場所を継続していくには支える人材の確保が不可欠だと思います。ボランティア

研修の充実や人材育成の仕組みづくり、有償ボランティア制度の活用等、新たな担い

手の発掘と育成についてどのように考えてあるかをお伺いいたします。 

○議長（古屋 宏治） はい、ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

はい、村瀬福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） お答えします。 
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町では、介護支援ボランティアポイント事業を平成２１年から開始して、今年で 

１７年目となります。高齢者が介護支援などのボランティア活動に参加することで、

日常生活に支障なく暮らせる、いわゆる健康寿命を延ばし、高齢者自身の介護予防の

促進及び介護保険の給付費の抑制に取り組んでおります。現在、介護支援ボランティ

アの方は１８３人の方が登録し活動いただいております。 

高齢者の居場所の継続には、それを支える人材が欠かせません。今後も、ボランテ

ィアセンターの事務局である篠栗町社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動の知

識や技術を学ぶ講座やイベントを開催し、きっかけづくりと育成活動の支援に努めて

まいります。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、太郎良議員。 

○議員（太郎良 瞳） 活動の支援等、いろいろしていただいて担い手が増えていけば

いいと思いますが、地域間での格差があるということで、なかなか増えない地域もあ

ると聞きます。新たな担い手を繋げていくのに、もう一歩進んだ工夫とかは何かない

でしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） はい、お答えいたします。 

篠栗町社会福祉協議会では、毎年、生活支援の大切さについて住民講演会を開催し、

ボランティア研修の充実に努めております。 

地域格差はあるにしても人口の規模にもよりますので、いろいろあると思うんです

けれども、篠栗町社会福祉協議会での登録されているボランティアさんは現在３６９

人いらっしゃいます。今後とも、町と社会福祉協議会で連携しながら、地域全体で高

齢者の社会生活を支える支援体制をつくってまいりますので、そちらの地域の格差に

ついても、今後とも支援していきたいと思っております。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、では３問目お願いします。 

○議員（太郎良 瞳） ３問目行きます。 

現在の支援のあり方を踏まえ、今後も安定して継続できる仕組みの構築についての

考えをお伺いいたします。 

○議長（古屋 宏治） はい、村瀬福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） はい、お答えします。 

町としましては、高齢者の方が生き生きと生活できるよう、多角的な支援策を講じ
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てまいります。今後も高齢者の居場所づくりの必要性重要性を認識しつつ、地域全体

でサポートし合える環境整備へ引き続き努力してまいります。 

○議長（古屋 宏治） はい、再質問ありますか。 

はい、太郎良議員。 

○議員（太郎良 瞳） 効果的な方法で仕組み、継続できるような方法になるといいと

思いますけども、周知方法とか、そういうことに関して、まだ何か高齢者もそういう

ことがあっている、ってことを知らない人もいらっしゃるので、そういう細やかな周

知方法とか何か考えてあるでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） はい、お答えいたします。 

周知方法についてですが、広報を工夫したり、デジタルツールを活用したり、既存

の利用者からの口コミなど、多角的なお誘いをしまして周知を図りたいと思っており

ます。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、太郎良議員。 

○議員（太郎良 瞳） 広報とかを本当に読めば、いろいろ分かると思うんですけども、

なかなかそれでも分からないっておっしゃる方がいて、何か公民館とかに分かりやす

く掲示するとか、そういう方法とかはどうでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） はい、公民館に掲示するというやり方も一つの方法である

と思いますので検討してまいります。 

○議長（古屋 宏治） はい、再質問ありますか。 

○議員（太郎良 瞳） 今後の居場所づくりが、これからも継続することを願って質問

を終わります。 

以上です。 

 

○議長（古屋 宏治） はい。 

質問順位３番、横山和輝議員。 

○議員（横山 和輝） 議席番号６番、横山でございます。 

今回は二つ質問いたしますのでよろしくお願いいたします。 

それでは早速質問に入ります。 
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一つ目の質問は「旧乙犬公民館の町有地無断利用」についてお尋ねいたします。 

ここ約１０数年間にわたり、旧乙犬公民館の跡地である町有地に隣接する民間の企

業が無断で利用しております。過去に指摘したところ、町は町有地にロープを張り利

用できないようにいたしましたが、数か月経過したところ、そのロープは外され再度

無断利用をされております。 

このような現状をもとに三つ質問いたします。 

一つ目は、以前ロープを張り利用できなくした際に、町は無断利用している企業と

何か話はしたのか、また現状何か話し合いをしているのかお尋ねいたします。 

二つ目は、仮に町有地を賃貸した際に、年間どのくらいの賃料が発生するのかお尋

ねします。 

三つ目は、すぐにでも利用できなくする必要か、町有地の賃料を取るべきだと思い

ますが、町長の見解を尋ねます。 

以上、三つの質問の答弁を求めます。 

○議長（古屋 宏治） すみません。 

質問項目は１問ずつのお答えになってるんですけど、横山議員のほうから一括して

関連の質問でありますから、一括してお答えを頂きたいと答弁を頂きたいということ

でございますけどもよろしいですか。 

はい、それではただいまの質問に対し答弁を求めます。 

三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは、旧乙犬公民館の町有地無断利用について、御質問を

頂きました。 

以前も御指摘を頂いた項目でございました。 

対応については、所管課である都市整備課がこれまでずっと対応してきましたので、

松尾課長から三つの項目について答弁をいたしますのでよろしくお願いします。 

○議長（古屋 宏治） はい、松尾都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） はい、都市整備課のほうからお答えさせてもらいます。 

旧乙犬公民館の跡地は、都市整備課環境係が管理している町有地であり、現在建物

はなく、空き地の周囲に木が生えている状態で、町有地の隣接地には民間企業がござ

います。以前、議員より御指摘を受け、現場を確認したところ、町有地に３台ほどの

車が駐車されており、駐車ができないように、鉄の杭とトラロープで封鎖をいたしま

した。その後、数か月でロープが外れているのを確認しましたので、再度張り直しを

したところでございます。そして今年１月にまた駐車されているとの通報がありまし
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たので現場を確認したところでございます。 

まず１番目の「以前、ロープを張り利用できなくした際には、町は無断使用してい

る企業と何か話をしたのか、また現状何か話し合いをしているのか」についてですが、

以前、ロープを張る際には、民間企業の現地責任者の方と話をいたしました。駐車し

ている車が民間企業の関係者のものなのかを確認し、従業員の車と判明いたしました

ので、町有地なので速やかに移動するようにとの話をいたしました。そして、今後停

めないようにすることをお伝えするとともに鉄製の杭とロープを張る旨をお伝えし、

封鎖を行ったところでございます。 

今年１月中旬に通報があったときは、現場を確認したところ、車１台とバイクが１

台駐車されていたため、隣接企業の事務所に訪問したところ不在でございました。そ

の後、１月中に数回訪問いたしましたが、不在であったため２月になりまして、駐車

車両を排除するために、駐車禁止の張り紙、カラーコーンとバーの設置を道路巡回の

委託社員に依頼し、設置を行いました。その際に民間企業の現地責任者の方がいらっ

しゃったため町有地で車を駐車しないように、再度お伝えしたところです。 

ロープやカラーコーンでは、動いたり、簡単に移動ができるため、対策を検討した

結果、現在は仮設ガードレールを設置しております。仮設と申しましても道路工事用

の仮設でありますので、支柱の台座がコンクリート製のもので、クレーンなどでない

と動かせないものとなっております。なお、地元行政区が行事等で利用することもご

ざいますので、ガードレールの間には間口を設け、鍵付きの鎖を設置しております。 

続きまして２番目の質問にお答えいたします。「町有地を賃貸した際に年間どれぐ

らいの賃料が発生するか」についてでございます。 

固定資産評価額から、規定に基づき試算しますと、仮に３台分といたしまして月額

ですね、３,７０５円、年間にすると４万４,４６０円となります。 

２番目については以上になります。 

最後に３番目の「すぐにでも利用できなくする必要か、町有地の賃料を取るべきだ

と思うが」につきましては、既に容易に移動ができないガードレールで封鎖しており、

物理的に利用ができないようにしております。 

町有地の賃料につきましては、いつ頃から、どれぐらいの頻度で何台駐車していた

かが現状ちょっと確認が難しいため、賃料の徴収は難しいと考えております。 

今後、定期的に状況を確認し現場状況によっては民間企業を訪問し、適正な町有地

の維持管理に努めてまいりたいと思っております。 

以上になります。 
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○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 本当ここ数週間ぐらいですかガードレールが設置されて、私も

「おっ」と思ったんですけれども、ただ現状ですねガードレールもさっき間が開いて

るって言いましたけれどもその間がですね、結局のところ、もう今日の今朝もそうな

んですけれども、もうトラック２台ぐらいやっぱ止まってるんです。やっぱり、そう

いうことをしても無断でやっぱ使われるというのが現状なんですよ。ですので、使わ

せないっていうこともそうですけれども、私はもうこれも賃料取るべきじゃないかな

と、最後答弁でですね、いつまで、いつからとめてるか分からないといって過去に遡

ってとるやり方もありますけれども、もうそこまで難しいのでしたら、これから先、

今からでいいですので、金額も年間４万４,０００円程度、少ないかもしれませんけれ

ども今の篠栗の財政状況を考えますと、少しでもそういう歳入を増やすための努力っ

ていうのは必要だと思いますので、この際もう賃料を取ってそこの企業の方に使って

もらう、そういうやり方でいいと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） 当該地がですね旧乙犬公民館があった跡地でございま

して、ちょっとその当時は私もよく分からないですけど、乙犬の地元の方の所有地だ

ったものが、寄附されて町有地のほうになっているという経緯がございます。現状乙

犬区のイベントとか行事、運営側のほうの方の駐車場として、毎年何回か行政財産使

用許可が出て、使っていただいてる状態でございます。 

ちょっとそこら辺の乙犬区のですね使う場所とですね、そこをあと、全く使ってな

い場所っていうのの棲み分けがきれいにできればですね、そういうことも考えられる

のかなと考えております。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 言ってみれば今、新しい公民館も目の前にあるわけですからそ

この駐車場かなり何台も止められるのでですね、さほどね問題はないと思いますよ私

はあそこまで年にね、これちょっと聞いておくと、年に何回利用したいっていう区か

らの要望がありますか。 

○議長（古屋 宏治） はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） はい、毎年ちょっと私もカウントしてるわけではない
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ですけど、大体、去年、すみません、今年度は３回程度あったような形だと思います。

イベントごとに一時的に駐車するものなので１週間とかそういうわけではなくてその

日１日だけなので、年間の日数にすれば数日程度という形だと思っております。 

○議長（古屋 宏治） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 最悪ですねその数台、言ってみれば、今無断で利用してるとこ

ろが何台必要か、そこら辺も調べてですね、話をして、その分賃料払っていただいて

ですね、したほうがわざわざガードレールしたりとかですね、見回り行ったりだとか、

そういうことをわざわざしなくてよくなると思いますのでぜひ、そういうふうにして

いただきたいと思うんですけれども、やっぱりそれは難しいですかそれ。 

○議長（古屋 宏治）はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） 現状ですね土地が行政財産、実質何も使ってないんで

行政財産と言われればちょっとあれなんですけど、実際行政財産になってますのでそ

れをちょっと民間の方駐車場を貸すっていうのは、現状は難しいと思います。ただそ

れを乙犬区が使う分はキープした上で残り普通財産に移管すればですね、そういうこ

とは可能かと思いますので、それが乙犬区と調整したりですね、あとはちょっと内部

的な調整のもとに考えていきたいなと思っております。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 先ほど行政財産といってこのままでは貸せないっていうことな

んでしょうけれども、ちょっとこれわかんないんで、お尋ねしたいんですけど、行政

財産、普通財産にするその手続きというのは何か承認が必要だとか議会の承認だとか、

何かの許可が必要だとか、それと執行部だけで変更はできるのかっていうそこをちょ

っと教えてもらってよろしいですか。 

○議長（古屋 宏治） はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） はい、行政財産、普通財産についてはですね、所管が

基本的に行政財産は、今でいえば私どもの都市整備係、都市整備課のほうになるんで

すが、普通財産は財産活用課になります。そちらの手続きについてはですね、内部的

に所管替えをするということなので議会の承認が要るとか、そういうことはありませ

んので、内部的な承認が得られれば、することは可能かと思われます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） これちょっと細かいこと言うんですけれども最初、鉄の杭があ
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ってロープを張ってあって使えないようにしたんですけれども、これがですね、鉄の

杭がちょっとずつ外されてどんどん奥にいっていったんですね。結局、最終的になく

なったんですよ。でも鉄の杭とかロープっていうのは、町の備品だと思うんですけれ

ども、最終的に撤去したのはこれ町になるんですか。 

○議長（古屋 宏治） はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（松尾 篤史） 今現状の分は撤去っていうのはその外れた分を撤去し

たっていう形ですかね。それについては町のほうで仮設のガードレールをつくるとき

に、撤去いたしております。 

○議長（古屋 宏治） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） ぜひとも私もこの質問、もうしたくありませんので、これもぜ

ひともですね普通財産に戻せるとか変更してですね、賃料を取ってそうした企業に対

しても一々ですね、見回りもしなくてよくなると思いますのでそうしていただきます

よう要望して、次の質問に入ります。 

○議長（古屋 宏治） はい、２問目どうぞ。 

○議員（横山 和輝） はい、では次の質問に入ります。 

次は北勢門幼稚園跡地についてお尋ねいたします。 

２０２３年、町営であった北勢門幼稚園が閉園されました。当時、閉園する理由と

して、老朽化による存続が難しいとの理由で閉園いたしましたが、建物はそのままに

放置したまま、約３年が経過しております。これからこの跡地をどのようにするか掲

示されないままなので、現状を踏まえ三つ質問いたします。 

一つ目は、今後この跡地をどのように町が利用する考えがあるのか、建物は残した

まま何か利用方法があるのか、また解体して更地にするのかをお尋ねします。 

二つ目は、近隣に位置するすぎのこ児童館など、場所が不足している施設を整備し、

児童のために造る考えはあるのかお尋ねします。 

三つ目は、近隣住民から窓ガラスが割れたり、放置した状態により景観を損ねるこ

とや、知らない人や外国人が勝手に住みついたりするかもしれないという不安の声も

上がっておりますが、現状に対する町長の見解を求めます。 

○議長（古屋 宏治） すみません。この項目も、よろしいですか。 

はい、それでは、質問に対し答弁を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは、「北勢門幼稚園跡地について」の御質問でございま

した。今、議員からもお話がありましたように２０２３年閉園した後、現状北勢門幼
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稚園跡地はその時の園舎のままであるわけでございまして、この対応について今、所

管課のほうでいろいろ考えているところでございます。 

御質問につきましては３点について、財産活用課熊谷課長から答弁をいたしますの

でよろしくお願いします。 

○議長（古屋 宏治） はい、熊谷財産活用課長。 

○財産活用課長（熊谷 重幸） それでは財産活用課から、横山議員からの「北勢門幼

稚園跡地について」にお答えいたします。 

現在、旧北勢門幼稚園の跡地は、北勢門小学校屋内運動場の改修工事に伴い、教員

の駐車場として活用してまいりました。引き続き、屋内運動場の空調の工事が始まり

ますので、令和８年８月末まで、教員駐車場としての利用を行ってまいります。 

その後の活用でございますが、令和７年第３回定例会の決算委員会におきましても、

説明を行いましたとおり、現在、当該用地は市街化調整区域内に位置しており、建物

用途が幼稚園となっております。 

市街化調整区域は、都市計画法上、市街化を抑制する地域であり、建築や開発行為

に一定の制限が課されています。これらを踏まえた上で、一つ目の御質問の「今後の

この跡地をどのように、町は利用する考えがあるのか、建物は残したまま何か利用方

法があるのか、解体して更地にするのか尋ねる」についてお答えいたします。 

現段階では当該用地の利用目的が定まっていない状況においては、開発許可制度上、

別用途での建築等は難しく、市街化編入についても、福岡県が決定する区域区分の変

更が必要となり、一部だけではなく、周辺一帯の都市計画の見直しが必要となります。 

今後、利用目的が定まるまで、普通財産として当該用地を財産活用課にて管理し、

利用方針を定めた上で、その所管課にて開発行為申請を行い、その後、県の開発許可

の認可を受け、事業着手となりますが、現行の旧北勢門幼稚園園舎につきましては、

次の施設建設の中で解体撤去を併せて行うことを想定しており、現段階で更地とする

ことは考えておりません。 

二つ目の「近隣に位置するすぎのこ児童館など、場所が不足している施設を整備し、

児童のために造る考えはあるか」との御質問にお答えいたします。 

前段の話の中で、建物用途が違う説明をさせていただきましたとおり、当該用地の

施設は、現段階ではすぎのこ児童館の施設として活用することはできません。一つ目

の御質問で回答いたしましたとおり、旧北勢門幼稚園の跡地を、今後どのように活用

すべきか検討していくものでございます。 

三つ目の「近隣住民から窓ガラスが割れたり、放置した状態により景観を損ねるこ
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とや、知らない人や外国人が勝手に住みついたりするかもしれないという不安の声も

上がっているが」とのことですが、令和７年５月に警備会社から当該施設の点検に訪

れた際、「窓ガラス２枚が破損している」との報告を受け、当課も確認したところ、

破損と投石が確認されたため、粕屋警察署のほうに通報いたしました。 

また数日後に一般の方から園内に複数の人が侵入しているとの連絡が入り、現地に

向かって確認したところ、さらに８枚が割られていました。その後、粕屋署の捜査で

投石を行った者が判明したため、当事者に厳重注意を行い、修理をさせたところでご

ざいます。なお当該施設は、機械警備により監視しているため、異変があれば、委託

先の警備会社が当該施設に向かい、現場確認を行うようになっております。 

このように敷地も含め、当該施設の維持管理を行っているところでございますが、

今後も周辺地域にお住まいの方々が不安を抱かれないように、適切な施設管理に引き

続き努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） はい、再質問ありますか。 

はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 今はですね空調設備工事で駐車場を利用してるっていうので、

なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、途中窓ガラスが割れたりだと

か、実際そういうことが起きてるわけですよね。これは別に今起こってないので言う

わけじゃないですけれども、全国的に見れば、こういった放置されたところっていう

のは何か放火されたりとかですね。何か事件性があったりすることが実際にあるわけ

ですよね。 

この建物自体を再利用できるならいいんですけれども、この建物もかなり古くてで

すね、何か改修しようにも当時の建築基準法と今の建築基準法は、全然違いますので、

結局のところ大規模な改修工事で使えないわけですので、それでしたらもう、一度整

地して更地にしたほうがですね、何かあったときはやっぱその町の責任なってしまう

わけですから、それでしたらもう先にもう解体して、更地にすべきだと思いますけれ

ども、それはいかがでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、財産活用課長。 

○財産活用課長（熊谷 重幸） はい。 

解体する分に解体いたしましても、それなりの解体費用もかかりますし、そういっ

た面では、一応、機械警備で監視している状況でありますので、その点も含めたとこ

ろで、今後どのような形で、解体時期をですね、決めていくかというところを、また
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部内のほうで協議していきたいと思っております。 

○議長（古屋 宏治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） その解体費用がかかるのは当然分かりますけれども、何か最終

的に利用する考えがあるんですかね。そうなければもう結局のところ、遅かれ早かれ

解体することになると思いますので、それはできるだけ時期は早いほうが私はいいと

思うんですけれども、何か利用方法があるならそれも踏まえて、ちょっと答えてもら

ってよろしいですか。 

○議長（古屋 宏治） はい、財産活用課長。 

○財産活用課長（熊谷 重幸） はい。 

今のところ何に使うというものはございません。先ほど解体費用と申しましたけど、

解体だけの費用と、次に工事を何かやるという形になった場合、そこも含めたところ

で発注したほうが、いろんな面でコスト面においても下がるということで、一応そう

いうふうな考えで申し上げたところでございます。 

○議長（古屋 宏治） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） コスト面って何か下がるんですかね。一度解体して更地にした

状態から新しく建てるのと、何か用途が決まって、また結局解体して更地にして、新

しく建てるの。そんなに費用の大きな差は私はないと思うんですけど。別に何か一つ

の建物の中にある一角のものじゃないわけですから、私はねすぐに、そこを整地して

もらって近隣住民からも本当その窓ガラスが割れたりとかっていうのはもう実際知ら

れてるんでですね、やっぱ怖いと。特にこれはちょっと余りこういう言い方したらよ

くないですけれども、最近外国人の働き手も増えてると。自転車であちこち通ってる

のもよく見かけるって。やっぱそういうの見て、怖いという思われてる方も実際いる

わけでです。本当に事件が起きてからはもう本当遅いからですね、本当にそういうも

う危険性があるのは一つ一つもう排除していくべきだと私は思いますので、是非とも

ね、そこは計画に入れてもらいたいと思いますけど最後にそこだけお尋ねします。 

○議長（古屋 宏治） はい、財産活用課長。 

○財産活用課長（熊谷 重幸） はい。 

確かに周辺住民の方が不安に感じられておられる方がいるという、議員からのお話

を踏まえて、今後、解体時期とかそういったところをですね、検討しながら進めてま

いりたいと思っております。 

○議長（古屋 宏治） 終わります。 

はい。 
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それでは、約１時間たちましたので１０分の休憩をとりたいと思います。１１時から

再開いたします。 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１０時５９分 

○議長（古屋 宏治） それでは再開いたします。 

質問順位４番、吉本文枝議員。 

○議員（吉本 文枝） 議席番号３番、公明党、吉本文枝でございます。 

本日は、「プレコンセプションケアの推進」について質問します。 

政府は、成育基本法の中で、学童期及び思春期における保健施策として、生涯の健

康づくりに資する栄養、食生活や運動等の生活習慣の形成のための健康教育の推進な

どを掲げています。 

その中のプレコンセプションケアは、妊娠、出産を前提とするだけでなく、性別を

問わず、若年期から自分の身体や健康と向き合い、将来にわたって自分らしく、心身

ともに満たされた状態で生きていくための基盤づくり、ウェルビーイングにつながる

取り組みであると考えます。 

そこで、４点伺います。 

１点目、福岡県にはプレコンセプションセンターが設置され、相談体制や情報提供

が行われていますが、そうした取り組みを踏まえた上で、基礎自治体である町として、

町民一人一人の健康と安心を支える行政課題として、どのように捉え、今後どのよう

な方向性で関わっていくのか、町長の基本的な考え方を伺います。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは吉本議員から、「プレコンセプションケアについて」

の御質問を頂きました。私どもにとっても大変新鮮で勉強になるお話であろうかと考

えているところでございます。 

項目は四つに分かれていると理解しておりますが、まず１番目２番目４番目を担当

課であります健康課の堀課長から、そして３番目は、教育に関することでございます

ので、教育長から答弁をさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（古屋 宏治） はい、堀健康課長。 

○健康課長（堀 雅仁） それでは、「プレコンセプションケアについて」の一つ目の

御質問にお答えします。 

プレコンセプションケアとは、性別を問わず、適切な時期に、性や健康について正
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しい知識を持ち、妊娠、出産を含めたライフデザインや、将来の健康を考えて行う健

康管理をいい、篠栗町では令和６年３月に策定しました、第二次ささぐり健康プラン

において、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりとして、プレコンセプショ

ンケアの周知啓発に取り組むこととしております。 

町の課題としましては、児童には、自分の性、他人の性を大切にするために、性・

生殖に関する正確な知識の普及、成人期には、将来のライフプランを考えた生活や健

康の見直し、特に若年女性のやせ対策を掲げ、取り組むこととしております。 

議員も御指摘されておりますが、行政としましても、単なる少子化対策や不妊予防

として捉えるのではなく、住民一人一人の生涯にわたるウェルビーイング（心の健康

と幸福）の基盤づくりといった、広い意味での健康度増進課題であると捉えておりま

す。 

町といたしましては、県が提供します広域的な専門相談、情報発信といった機能を

補完し、より身近で日常的な支援を行うことが求められていると考えております。 

以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、吉本議員。 

○議員（吉本 文枝） 確認ですけれども、町としては町民にとっての身近な情報の提

供と、相談につなげる役割があるということでよろしいでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、健康課長。 

○健康課長（堀 雅仁） そのように考えております。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、では２問目お願いします。 

○議員（吉本 文枝） ２点目です。 

県のプレコンセプションセンターは、広域かつ専門的な相談機関である一方、町は

町民に最も近い行政機関です。プレコンセプションケアにおいて、県と町の役割分担

をどのように整理されているか伺います。 

○議長（古屋 宏治） はい、堀健康課長。 

○健康課長（堀 雅仁） はい。では、二つ目の御質問についてお答えいたします。 

県のプレコンセプションケアセンターでは、思春期以降の男女を対象に、妊活、避

妊、不妊、性の悩み、性感染症、子宮頸がん予防などを助産師や専門医がワンストッ

プで無料相談する専門相談窓口としての機能や大学生等に向けた出前講座や SNS 発信

など、県域全体に向けた情報発信や人材育成を担っております。 
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町では、日曜日対応、メールやオンライン相談などの相談窓口も充実しているセン

ターの周知啓発を図るとともに、プレコンセプションケアの情報発信に取り組んでま

いります。 

県のプレコンセプションセンターが提供する専門的なリソースを住民へとつなぐハ

ブとなると同時に、日々の暮らしの中で、住民が健康不安を感じた際に最初の手がか

りを得られる、セーフティーネットとしての機能することとなると考えております。

このため、プレコンセプションケアの気づきとなる機会を設けることや、健康課にお

いて、日常的な健康相談から必要に応じて、プレコンセプションセンターや医療機関

へつなぐ機能、健康セミナーの開催や、地元の企業や学校と連携した啓発、母子保健

事業や特定健診の結果説明などの機会を通じて、長期的な視点での住民の健康に寄り

添う伴走支援等の役割を担うものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、吉本議員。 

○議員（吉本 文枝） 確認ですけど、町民がこのことを知っている。また、相談先が

分かっている状態をつくっていくことが、町の重要な役割ということで、よろしいで

しょうか。認識でいいですか。 

○議長（古屋 宏治） はい、健康課長。 

○健康課長（堀 雅仁） 議員がおっしゃっているとおりで、私どもの健康課としての

事業、そういった中で、そういった情報については、必要なところをお伝えしてい

くということで考えております。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、３問目お願いします。 

○議員（吉本 文枝） ３点目です。 

プレコンセプションケアは、将来を考える若い世代への教育とも深く関わると考え

ます。中学生、高校生など思春期・青年期の段階で、自分の身体や健康について考え

る機会を持つことは非常に重要です。学校教育や関係機関と連携し、正しい知識を伝

えていくことについて、町としてどのようにお考えか伺います。 

○議長（古屋 宏治） はい、今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） それでは３番目の質問にお答えいたします。 

プレコンセプションケアの観点においては、とりわけ思春期は、心身が大きく変化

し、自己形成が進む極めて重要な時期であります。自分自身の身体や性、健康につい
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て正しく理解し、それらを大切にする態度を育てることは、将来の健やかな生活の基

盤を築く上で大変重要であると考えております。 

町内小・中学校におきましては、学習指導要領に基づき、発達段階に応じた体系的

な指導を行っております。 

まず、小学校の体育科では、心と体の発育・発達に関する理解を深めることを中心

に、思春期に起こる身体の変化や心の変化、男女の身体の違い、よりよい生活習慣の

形成などについて学習しております。自分の成長を肯定的に受け止める態度や、健康

な生活を営む基礎を養うことを重視しております。 

次に、中学校の保健体育科では、小学校での学習を踏まえ、生殖の仕組みや妊娠の

過程、性感染症の予防、性に関する適切な意思決定、生活習慣と健康との関係などに

ついて、より科学的・具体的に学習しております。あわせて、将来を見据えた自己の

生き方や健康管理の在り方について考え、状況に応じて適切に判断し、行動する力の

育成を図っております。また、これらの内容は、教科での学習と関連づけながら、学

級活動においても取り上げ、インターネットや SNS などを通じて流通する情報の真偽

を見極める情報リテラシー教育とあわせて指導しております。これにより、児童生徒

が正確な健康情報を主体的に選択し適切に活用できる力の育成に努めております。 

さらに、専門性の高い学びを保障する観点から、産婦人科医師や臨床心理士などの

外部専門家と連携した講話なども実施し、性感染症予防や性暴力の防止、境界線や性

的同意の理解など、今日的課題に対応した実践的な学習の充実を図っております。 

こうした取り組みを通じて、知識の習得にとどまらず、自他を尊重する態度や責任

ある行動につなげる教育を推進しております。今後は、こども家庭センターをはじめ

とする関係機関との連携を一層強化し、切れ目のない支援体制を構築してまいります。 

あわせて、教職員研修の充実を図りながら、指導力の向上を努め、児童生徒が自ら

の心身を大切にし、将来を主体的に選択できる力を育む教育のさらなる充実に積極的

に取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、吉本議員。 

○議員（吉本 文枝） 学校での教育が充実していることが分かりました。 

だからこそ、先ほど、１人も取り残さないという点から、学習支援センターとの連

携もと言っていただきましたけど、自宅や、第３の居場所にいる子供たちに対する情

報はお考えでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、教育長。 
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○教育長（今長谷 寛） 今学校に登校している子供たちを中心にお話をさせていただ

きました。確かに今議員が言われますように、子供の居場所というのは、学校以外の

ところでも、たくさんおります。そういう意味で各居場所で教育をしている、関わっ

ている支援の方々に、このことについてしっかりお話をし、研修の場も設けながら、

これに関連する指導もあわせて支援をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。ないですか。あります。はい、吉本議員。 

○議員（吉本 文枝） プレコンセプションセンターの事業委託を受けている県の助産

師会があるんですけれども、そこの助産師会では５歳児への性教育も、出前講座とし

てされているそうなんです。その幼児期もやはり自分の体の大切さも境界線も分かる

大切な時期でありますので、その時点で、教育を受けることが、自分の体を守ること

やこれからの健康意識、プレコンセプションケアの土台となると考えますが、幼稚園

でのその出前講座の開催などは、お考えでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、教育長。 

○教育長（今長谷 寛） 本町においては幼児教育、子育てサロン、大変重要であると

いうふうに考えております。親子でしっかり子育てについてを考える中の一つとして、

プレコンセプションケアについての考え方、また情報を知っておくということは大事

ですし、保護者にとって幼児期における性教育とは一体何なのかということについて

は非常に不安があるし、悩んであるということでございますので、幼稚園だけに限ら

ず、保育施設その他こども育成とも相談しながら、これに関する情報提供をしていき

たいというふうに思っております。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。はい、では４問目お願いします。 

○議員（吉本 文枝） ４問目です。 

今まで広報しますと言っていただきましたが改めて、町の広報やホームページ、検

診案内など、既存の媒体を活用し、県のプレコンセプションセンターを含めた情報を

分かりやすく周知することから始めるお考えはありますでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） 堀健康課長。 

○健康課長（堀 雅仁） はい、四つ目の御質問についてお答えいたします。 

県のプレコンセプションケアにつきましては、ポスターの掲示や、４月に広報で周

知をする予定としておりますが、議員も御提案のとおり、都度、ホームページ、LINE

や健康案内など、既存の発信媒体を活用するとともに、分かりやすく周知を始めたい

と考えております。 
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以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。ありません。はい。 

○議員（吉本 文枝） 最後に一言。 

○議長（古屋 宏治） はい、ありますか。はい吉本議員。 

○議員（吉本 文枝） はい。プレコンセプションケアはすぐに結果が出る施策であり

ませんが、将来の命と健康を守るための大切な基盤づくりだと考えます。県の仕組み

を生かしながら、町としての役割を丁寧に果たしていただくことを求め、質問を終わ

ります。 

以上です。 

 

○議長（古屋 宏治） 質問順位５番、門馬 良 議員。 

○議員（門馬 良） 議席番号４番、門馬良でございます。 

質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

本町では「ゼロカーボンシティささぐり」を掲げ、太陽光やバイオマス発電など、

再生可能エネルギーの導入を進めています。 

環境問題の解決に向けた取り組みは重要でありますが、同時に多額の予算やリスク

を伴う大規模事業だけでなく、まず町にできることで町民一人一人が実感し、参加で

きる身近な取り組みを進めることも極めて重要であると考えています。 

本年１月３日付の西日本新聞では、北九州市若松区におきまして、廃食用油を活用

したＳＡＦ、ＳＡＦ燃料の実証実験が始まったことが報じられました。 

近年、全国的に廃食用油を原料としたＢＤＦ（トラックなどを走らせるバイオディ

ーゼル燃料）や、航空燃料の代替となるＳＡＦ（持続可能な航空燃料）の活用がさら

に進んでおりまして、廃食用油は「脱炭素の切り札」として争奪戦になっています。 

糟屋郡においての取り組みとして、すでに志免町・久山町・新宮町で直接、又は教

育委員会との締結により学校給食から出る廃食用油を精製会社へ販売。粕屋町は、学

校給食センターから出る廃食用油を販売しております。さらに粕屋町では初めてこの

春から町民からの廃食用油回収を始めると聞いているところです。 

こうした状況を踏まえまして、本町においても廃食用油の有効活用を通じ、町民参

加型のカーボンニュートラル施策を進めることが、環境教育及び意識醸成の観点から

も大きな意義があると考えております。 

そこで、まず一つ目の質問です。 

篠栗町の小中学校合わせて５校において、学校給食調理の過程で発生する廃食用油
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は現在どのように処理されていますか。また、その処理方法及び年間のおおよその量

も教えていただけるとありがたいです。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいま門馬良議員から「学校給食廃食用油の販売を通じたカー

ボンニュートラル施策について」という御質問をいただきました。ただいまの１番目

も含めて４項目にわたって通告書をいただいているところでございます。 

篠栗町では、御承知のとおり令和３年９月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行いま

した。以降、一歩一歩カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていると

ころでございます。 

今回の御質問につきましては、その趣旨に沿って①②③につきましては教育長から

答弁をいたし、④につきましては都市整備課長から答弁いたしますのでよろしくお願

いします。 

○議長（古屋 宏治） はい、今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） １番の質問にお答えする前に、このことにつきまして教育委

員会といたしましても、持続可能な世界を開く大事な環境改善、そして環境教育とい

うふうに捉えております。身近な大切な課題でございます。この課題に関しまして、

１番２番につきましては学校を管轄しております学校教育課長から、そして３番につ

きましては私のほうから答弁をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○議長（古屋 宏治） はい、吉村学校教育課長。 

○学校教育課長（吉村 秀昭） お答えいたします。 

議員御指摘のとおり、学校給食から発生する廃食用油の有効活用は、資源循環の推

進や環境負荷の軽減といった観点から重要であり、また、児童生徒への環境教育の一

環としても大変意義のある取り組みであると認識しております。学校教育課としても、

「脱炭素施策」担当部局である都市整備課と連携し「廃食用油」の有効活用を検討し

てまいります。 

本町の小中学校全校から発生する廃食用油は、現在は給食調理業務を受託している

業者が処理を行っております。年間で発生する量は献立内容にもよりますが、概算で

年間約３,６００ｋｇとなっております。 

以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 
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はい、門馬議員。 

○議員（門馬 良） お尋ねします。 

その業者さんが油を引き取っている、無償になると思うんですけども、そのあとど

のように使われているかということを全て把握はなさってらっしゃるか、御質問しま

す。 

○議長（古屋 宏治） はい、課長。 

○学校教育課長（吉村 秀昭） お答えいたします。 

業者の自由処分となっておりますので、その後どうなっているかというのは現在把

握はできておりません。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、ないですか。 

では、２問目お願いいたします。 

○議員（門馬 良） そのまま、二つ目の質問に移ってまいります。 

現在処分しているこの廃食用油について、どのように使われているかということが

認識できていないということでございました。糟屋郡の他の町と同様にですね、精製

会社へ、しっかりと環境のために生かしているこの精製会社に販売するなど有効活用

へ転換するということがとても重要であるし、可能であると考えるわけですが、教育

委員会として、その辺はどのように認識なさっているのか、お願いいたします。 

○議長（古屋 宏治） いいですか。はい、吉村学校教育課長。 

○学校教育課長（吉村 秀昭） お答えいたします。 

販売については「有効」と認識していますが、現状として給食費は保護者が負担し

ており、例えば「学校が集金し管理している給食材料費等に算入し、給食運営費とし

て活用する」など、各校との調整が必要であります。 

また「販売価格」といった経済的な側面も重要ではありますが、住民一人一人が主

体的に取り組むべき課題であると認識しており、都市整備課と連携して有効活用を検

討しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、門馬議員。 

○議員（門馬 良） ということは、今課長がおっしゃったことを多少時間がかかって

大変なことかもしれませんけども、クリアすれば実現可能だと、そういう判断でよろ
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しいですか。 

○議長（古屋 宏治） はい、学校教育課長。 

○学校教育課長（吉村 秀昭） お答えいたします。 

カーボンニュートラル施策につきましては、担当部局である都市整備課との協議を

重ねまして善処していきたいと考えております。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

では、３問目お願いします。 

○議員（門馬 良） はい、そのまま三つ目の質問に入りたいと思います。これは教育

長のお気持ちを聞きたい質問です。 

学校給食から出るこの廃食油、トラックや飛行機の燃料へ生まれ変わる。もう私の

中では究極なリサイクルだとそのように認識しております。 

ＣＯ２排出削減に貢献しているというこの事実、これをもう本当に多くの子どもた

ちにしっかりと見せてあげたい、そんな思いでありますが、極めて有意義な環境教育

の教材になると考えているわけです。社会科見学の場所すらも変わるかもしれない、

そんな思いです。教育的効果について、教育長はどのように評価されているのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（古屋 宏治） はい、今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） ただいま、三問目につきましてお答えさせていただきます。 

この「カーボンニュートラルに関わる学校給食廃食用油の販売」につきましては、

学校における環境教育にとって大変有意義であるというふうに効果的であるというふ

うに考えております。 

現在のＳＤＧｓ持続的な開発目標の一つでもありますので、ぜひともこの件につき

ましては、児童生徒のみならず、家庭、地域全体に環境意識を広げていくこと、そし

てゼロカーボン社会の実現に向けて大きな力になると考えております。極めて有効で

あると考えます。 

今後は、各学校が持っております１年間のカリキュラムの中で、どのように位置づ

けていくかということを検討させながら推進してまいります。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。ありません。 

はい、では４問目お願いします。 

○議員（門馬 良） おしまいです。町長にお気持ちをお聞かせいただきたいと思いま

す。本町のゼロカーボンシティ実現には、町民の理解と共感そして自分たちも参加し
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ているという実感、これが不可欠であると考えています。 

壮大な計画も、町民の理解が必要であるならば、それを成し遂げる第一歩として、

この学校給食からの廃食用油も含めると、廃食用油の回収、町民からの回収そして販

売、カーボンニュートラルに貢献する仕組みづくりを進めることは極めて有効と考え

ています。 

ぜひ町長の前向きな、お言葉を頂けるとありがたいです。 

○議長（古屋 宏治） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 私にっていうことでございますので私から答弁いたします。 

令和７年２月に経済産業省が策定いたしました「第７次エネルギー基本計画」にお

きまして、持続可能な航空燃料ＳＡＦですが、及びバイオディーゼル燃料ＢＤＦを含

むバイオ燃料につきましては、製造から供給及び販売価格の安定化までの体制を構築

すると方針化されているところでございます。このような国の政策を受けまして、本

町でも廃食用油の回収の仕組みの構築に向け調査・研究を行っているところでござい

ます。 

まずは、町内飲食店や工場等の事業所及び一般家庭が手間をかけず、廃食用油を出

しやすい回収の仕組みとするために、町内事業所へのアンケート調査及びヒアリング

を昨年１２月に行いました。６４件の事業者から回答を得ることができ、廃食用油の

発生量や回収・廃棄方法などの実情を把握したところでございます。その結果やヒア

リングでの意見等を集約して、本町独自のよりよい回収の仕組みづくりを今後検討し

てまいります。 

また、回収拠点といたしまして町内のスーパーにも働きかけを現在行っているとこ

ろでございまして、町民の方が手軽に利用できるような仕組みづくりもあわせて検討

中でございます。 

廃食用油リサイクル事業を担っていただく回収業者の選定につきましては、本町の

回収の仕組みに適合することはもちろん、町民の方々にとって利用しやすい廃食用油

の回収方法や回収頻度、また循環型社会の実現に向け、そしてより良い高い精製能力

を持つ事業者を選定することもカーボンニュートラルの視点から重要なものと考えて

いるところでございます。そのような観点のもとに、回収事業者のリサイクル体制等

を総合的に評価するプロポーザル方式にて業者選定を行う予定にしているところでご

ざいます。現在も、町民や事業者の皆様から回収した廃食用油の量や使用用途までの

全体的な見える化を行いまして、回収に対する目的の意義などカーボンニュートラル

に対する啓発も行っていきたいと考えます。 
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議員が言われるように「町民の理解と共感そして実感」が町としても重要だと考え

ております。一般家庭や事業所が油を貯めて出すという身近な行為で、脱炭素社会に

貢献しているという実感と関心を町民の皆様全体にもっていただき、日常生活の習慣

に定着するような仕組みづくりをしたいと考えております。 

カーボンニュートラルの施策につきまして、息の長い持続可能な事業として早期に

実現できるよう準備を進めているところでございますので、今後ともよろしくお願い

いたします。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。はい、門馬議員。 

○議員（門馬 良） 私としましては、かなりサプライズな…かなり前に、もう町が動

いているということを知らせていただきました。本当に大きな期待をしております。

どうぞよろしくお願いをいたしまして質問といたします。 

ありがとうございました。 

 

○議長（古屋 宏治） 質問順位６番、崎山佐穂議員。 

○議員（崎山 佐穂） 議席番号１番、崎山佐穂でございます。 

質問させていただきます。 

全国的に教員不足が指摘されていますが、子供たちに安定した教育環境を確保する

ことは最重要課題の一つです。教員配置は県教育委員会の所管であることは承知して

おりますが、学校の設置者として町にお聞きしたいと思い、質問をいたします。 

本町では、年度当初の教員配置はおおむね確保されていると認識しています。一方

で、年度途中に、病休や産休等が生じた場合、代替教員の確保には時間を要すること

があると聞いています。その間、通常は担任を持たない管理職や主幹教諭が授業に入

るほか、現場の教員のつながりを通じて人材を探す状況もあると伺っています。 

そういった子供たちの学びを止めないための努力が、制度ではなく善意や現場のネ

ットワークに頼った状況が続くことについては、検討すべき点ではないかと考えます。 

そこで、次の点についてお聞きいたします。 

年度途中に欠員が生じた場合の対応の現状について、町としてどのように認識して

いるのかお聞きします。また、安定的に代替人材を確保できる体制について、町とし

てどのような方向性で取り組んでいく考えなのか、お尋ねいたします。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

はい、今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） ただいま崎山議員より「教員不足と町の対応策について」の
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御質問を頂きました。 

１問目の答弁をいたします。 

御存じのとおり、教員不足は、全国的に深刻な問題となっております。文部科学省

が令和４年４月に公表した教員不足に関する実態調査によりますと、全国の小中学校

において、令和３年度始業日において、２,０００人を超える教員が不足していると報

告されております。また、この要因として、同調査において任用権者である都道府県

教育委員会へのアンケートでは、「産休・育休、病休者数の増加、特別支援学級数の

増加により、必要な臨時的任用教員が見込みより増加したこと」が挙げられておりま

す。 

さて町立小・中学校における状況でございますが、令和７年度始業日時点の教員配

置につきましては、先ほどお話ありましたとおり、定数に達していない不足はゼロで

あります。滞りなく新学期を開始することができました。 

一方、御指摘のとおり、産休・育休、病休などによる、年度途中の欠員に対する代

替教員の確保については、突発的、短期的な状況もあり、代替の教員の希望する勤務

形態に適合せず、結果的に欠員が生じるなどの課題も認識しているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、崎山議員。 

○議員（崎山 佐穂） 町立小中学校で、年度途中に担任業務ができなくなる、病休や

産休でできなくなった場合に、補充ができていないクラスは何クラスぐらいございま

すか。 

○議長（古屋 宏治） はい、教育長。 

○教育長（今長谷 寛） 詳細な数字につきましては、学校教育課のほうから、お答え

させたいと思いますが、基本的に、今話をしましたし、答弁もしましたように、ある

程度予測がつく産休・育休につきましては、事前に配置という制度もございます。そ

れから、突発的な病休につきましては、発生したときに募集をお願いすると、県のほ

うにお願いするという形でございます。 

予測できる分につきましては、ある程度、事前に準備をしておりまして、代替の教

員で補うという場合もございますが、病休につきましては、いつどの時点でというの

ができませんので、先ほどもお話がありましたように、管理職等、管理職といいまし

ても、実質、学校の中には、担任を持たずに教科を専門としている小学校の教員や、
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加配、特別に教科のプラスアルファとしてついている教員等がございます。その辺り

の教員をあてがって、空白の時間をつくらないというところで補っているところでご

ざいますので、基本的に長期間において、子供たちが、担任がいない、または教科指

導を受けていないという状況はございません。具体的な数については、学校教育課長

お願いします。 

○議長（古屋 宏治） はい、吉村学校教育課長。 

○学校教育課長（吉村 秀昭） お答えします。クラスではございませんが、現状の教

職員数において、ただいまの「代替えの状況について」でございます。 

実状２２名、長期欠席者がございますが、そのうち未配置となっているのは７名、

今把握しているところでございます。代替についても、先ほど教育長が申したとおり

の対応で、まかなっているところでございます。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問ありますか。 

はい、では２問目、お願いします。 

○議員（崎山 佐穂） 代替教員の確保が遅れる場合、町としては県にどのような、県

に働きかけている、というのはよく聞きますけど、どのように働きかけていますか。

それが効果的な形で表れているのか、お聞きしたいです。 

○議長（古屋 宏治） はい、今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） それでは、２問目につきましてお答えいたします。 

福岡県教育委員会に対しましては、定数を満たす教員の任用を、個別に、また福岡

県市町村教育委員会合同で、継続して要望しております。加えて、この状況を少しで

も補うために、篠栗町教育委員会としては、非常勤講師や臨時免許状による任用を要

望することで、教員不足の軽減に努めております。 

また、会計年度任用職員の任用や包括業務委託による教員不足を補う、業務負担を

減らし子供たちの教育を充実させさせるために、教員支援を引き続き行っているとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、崎山議員。 

○議員（崎山 佐穂） 先ほどの話で、会計年度で、とかというお話が聞けたんですけ

ど、退職された教員の方や、常勤では働きたくないけど、働きたくない、働けないけ

ど、短時間やスポットでの勤務なら大丈夫という、町独自の人材バンクや柔軟な形で
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教育に関われるような人材の活用方法については、町として、検討する余地はあるの

かお聞かせください。 

○議長（古屋 宏治） はい、教育長。 

○教育長（今長谷 寛） はい。御指摘のように、退職し、現在は職に就いてないんで

すけれども、過去に教職をとっていた、免許は持っているというような方々もおられ

ます。現在のところは、過去の経歴・名簿等を見ながら本町におられる方にお声かけ

をしたり、または福岡県自体も同じように、退職されている方及びペーパーティーチ

ャーというか、実際免許を持っているけれども教職についてない、失効されてないと

いう方、このあたりに声掛けをしているところでございます。 

残念ながら、それにつきましては限られた情報という形になってしまいますので、

なかなかその見つけ出しといいますか、どこに存在されているかというのは分からな

い場合もございます。 

福岡県の採用は、福岡市それから北九州市は政令指定都市で別枠、そして福岡県と

いう三つの採用になっておりまして、本町には福岡市で勤務された方もおられるわけ

ですけれども、残念ながらその辺りの情報が十分に届かないのが現状でございます。 

できましたら、議員の皆様方または町民の皆様の中で、そういう情報も含めて教え

ていただければ、大変教育委員会としては助かるというところで、委員会としても努

力をしているところでございますけれども、まだまだ不十分な点がございますという

ところが現状です。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、崎山議員。 

○議員（崎山 佐穂） 限られたネットワークで探すというのがやっぱり難しいかなと

思うので、私が、提案的な形になるかもしれないんですけど、町独自の人材バンクだ

ったりという器があれば、登録してくれるという方も、もしかしたらいるかもしれな

いかな、と思ってですね。誰か知っている人がいるようだと、どこに言ったらいいの

か、どこに登録したらいいのかというのが分かりませんので、その難しいシステムを

使わずにでもできる形で、町独自の教育に関する人材バンクみたいなのを設けていた

だけたらいいのかなと感じます。どうでしょうか。 

○議長（古屋 宏治） はい、教育長。 

○教育長（今長谷 寛） 大変すばらしい考え方だと思います。今お話がありましたよ

うな方法も一つの方法として、地域学校協働活動推進員というのが、そういう意味で
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は、各地域から情報を集めてくる担当として、これはもう教員に限らずですね、いろ

んな学校に関わる、支援をしていただける方の情報を集めている専門として配置して

いるわけですけれども、その辺りの仕組みを使いながら情報を収集し、今言われるデ

ータバンクという形で、あわせて福岡市あたりとも相談できれば、相談しながら、過

去に教職をされた方で篠栗町に在住の方がいないかという情報が得られれば、その辺

りも含めながら、人材バンク、教員経験者の登録、情報等を集めてみたいというふう

に思っているところでございます。 

何せ、なかなか情報があっても、御本人がなかなか、教職にはもうというですね拒

否される場合もありますので、できるだけやはり、今町として、または県として国と

しても取り組んでいますが、教員の働き方改革等を含めて、働きやすい環境をつくる

ことによって過去の教職の方も、率先してお手伝いしていただける、そういう環境を

つくってまいりたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（古屋 宏治） 再質問はありますか。 

はい、崎山議員。 

○議員（崎山 佐穂） はい、いろんな形で、教員の先生たちが働きやすく、そしてま

た戻って働いてみたいなと思えるように、国・県、そして、やっぱり基礎自治体の町

として取り組んでいけたら子供たちの将来も明るくなると思いますので、私たちも一

町民として様々なサポートをしていきたいと思いますので、教育委員会のほうも、う

ちのほうも、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。 

要望で終わります。 

○議長（古屋 宏治） はい。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１１時４７分 
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開会 午前１０時００分 

○議長（古屋 宏治） おはようございます。 

本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

それでは日程に従い議事を進めてまいります。 

 

日程第１、議案第３号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）〔令

和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）について〕」を議題といたします。 

本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第３号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）〔令和７年度篠

栗町一般会計補正予算（第１０号）について〕」、本議案は、衆議院議員総選挙実施

のため令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１０号）を編成するにあたり、議会を

招集する時間的な余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条 

第１項の規定により専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報告し、

議会の承認を求められたものであります。 

予算の編成内容は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１,５９８万８,０００円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１６２億６,３２８万１,０００円とするもの

であります。 

歳出における事業では、総務費、衆議院議員総選挙費に１,５９８万８,０００円を

増額し、歳入では、地方交付税２０万円、県支出金１,５７８万８,０００円を増額補

正するものです。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略い

たします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり承認いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 
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次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので、討論を終結しただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は承認です。 

本案を原案どおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第３号は委員長の報告のとおり承認されました。 

 

日程第２、議案第５号「篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について」を議題といたします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第５号「篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について」、本議案は乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準が、令和

８年４月１日に施行されることにより、本町においても令和８年度から特定乳児等通

園支援事業を実施することに伴い、運営等の基準を定める必要があるため、本条例を

制定することについて議会の議決を求められたものであります。 

制定の主な内容は、内閣府令で定める基準に従い、または参酌して条例を定めるも

のとされ、今般交付された基準府令は新たに確認事業として位置づけられた特定乳児

等通園支援事業について、市町村が従い、または参酌する運営に関する基準を定める

ものとのことであります。 

執行部の説明では、篠栗町乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例に

ついては、主に通則及び事業の形態、一般型及び余裕型とした認可基準を定めるもの



- 52 - 
 

に対し、今回定める篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

は、主に事業を運営することについての管理基準として、利用定員に関する基準及び

運営に関する基準が定められているとのことであります。 

この条例については、令和８年４月１日から施行されます。 

当委員会の中で、質疑及び討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので、討論を終結しただいまから採決を行います。 

採決を押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認め、よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第３、議案第６号「篠栗町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」

を議題といたします。 

本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、品川委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（品川 静） 報告いたします。 

議案第６号「篠栗町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」、本議案

は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための、デジタル社会形成
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基本法等の一部を改正する法律が令和８年５月２１日に施行されることに伴い、所要

の規定を整備するため、本条例の一部を改正することについて、議会の議決を求めら

れたものです。 

改正の内容は、行政手続法により定められた公示送達の方法を追加するもので、特

定の場所、掲示板等において書面で掲示されているものについて、インターネットに

よる閲覧等を可能にしとし、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにするこ

とで、利便性の向上を図るものとのことです。 

この条例については、令和８年５月２１日から施行されます。 

当委員会の中で質疑及び討論はありませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認め、よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第４、議案第７号「篠栗町附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

本案も、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 
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はい、品川委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（品川 静） 報告いたします。 

議案第７号「篠栗町附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、

本議案は、篠栗町地域公共交通会議設置要綱及び篠栗町運賃協議会設置要綱の制定に

基づき、それぞれの会議を附属機関として設置するため、本条例の一部を改正するこ

とについて議会の議決を求められたものです。 

執行部の説明では、地域公共交通に関する事項、及び地域公共交通における運賃に

関する事項を、道路運送法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に

必要なバス等の旅客運送の確保、及び自家用有償旅客運送の必要性、公共の福祉の確

保、その他旅客の利便増進を図り、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要と

なる事項を協議するため、篠栗町地域公共交通会議及び篠栗町運賃協議会を設置する

とのことです。 

それぞれの会議を設置するに至るまでの経緯として説明があり、篠栗町内の現状の

公共交通における他町へのリンクはＪＲ及び西鉄バス・タクシーであり、町内の交通

体系はオアシスバスとタクシーであるが、近年の運転手不足等によるバスやタクシー

の減少、オアシスバスでの運行時間等の制限、高齢化等に伴う住民のニーズの変化に

伴い、新たな地域公共交通が必要であると考え、会議と協議会を設置し、次世代へつ

ながる地域公共交通の確立を目指すとのことです。 

この地域公共交通の構築におきまして、法や規則にて地域公共交通会議、運賃協議

会、地域公共交通活性化協議会の設置や、地域公共交通計画の作成が必要となるとの

ことです。 

地域公共交通活性化協議会は設置要綱のつくり方で、地域公共交通会議に含めるこ

とができるとのことで、陸運局の指導を受け、要綱を作成しているとのことです。 

なお、地域公共交通会議の構成員は、一般乗合旅客自動車運送事業者の構成員、一

般乗用旅客自動車運送事業者の構成員、住民代表、九州運輸局福岡運輸局長またはそ

の指名する者、一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の

構成員、町内の道路管理者またはその指名する者、粕屋警察署長またはその指名する

者、学識経験者、その他町長が必要と認める者など、１４名以内で構成する、とのこ

とであり、運賃協議会については、一般乗合旅客自動車運送事業者の構成員、一般乗

用旅客自動車運送事業者の構成員、九州運輸局福岡運輸局長またはその指名する者、

関係住民または利用者の代表など、５名で構成するとのことです。 

今後のスケジュールといたしまして、令和８年度に委員会設立及び状況等調査の実
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施、令和９年度秋に地域公共交通計画作成、計画に沿ってそのあとの動きが決まると

のことです。 

この条例については公布の日から施行されます。 

当委員会の中で質疑及び討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの、委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第５、議案第８号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案も、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。   

はい、品川委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（品川 静） 報告いたします。 

議案第８号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」、本議案は、篠栗町地域公共交通会議設置要綱及び
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篠栗町運賃協議会設置要綱の制定に基づき、それぞれの会議の委員等の報酬等の額を

規定するため、本条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたもの

であります。 

執行部の説明では、会議に出席の委員について、専門的な知識・経験等に基づく助

言、審査等を行うものであり、特別非常勤職員として規定することが、適当であるこ

とから、別表区分に地域公共交通会議及び運賃協議会を追加し、報酬額として、学識

経験者は２万円、委員については２,５００円とするとのことです。 

この条例については、公布の日から施行されます。 

当委員会の中で質疑及び討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認め、よって議案第８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第６、議案第９号「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。 

本案も、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 
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はい、品川委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（品川 静） 報告いたします。 

議案第９号「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」、本議案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行により実施された

定年引上げの運用にあたり、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するこ

とについて、議会の議決を求められたものです。 

改正の内容は、定年引上げ実施の趣旨である、少子高齢化が進行する社会情勢の中

での複雑高度化する行政課題への的確な対応への観点から、能力と意欲のある高齢期

職員のさらなる活用を推進していくため、５５歳を超える職員に適用する昇給条件に

ついて見直しを行うものとのことです。 

改正条例は令和８年４月から施行されます。 

当委員会の中で質疑及び討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決を押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第９号は委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第７、議案第１０号「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１０号「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」、

本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和８年４月１日から施

行されることに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正することにつ

いて、議会の議決を求められたものであります。 

改正の主な内容は、一つ目、医療保険者が被保険者から徴収する支援金は、医療保

険料の賦課徴収の方法を踏まえ、各医療保険者の支援納付金の額に照らし保険者が設

定することになっているので、令和８年１月２６日に国民健康保険事業の運営に関す

る協議会への諮問・答申に基づき、町の税率等を設定したとのことであります。 

令和８年度は、所得割０.２７％、均等割１,０００円、１８歳以上均等割６０円、

平等割１,０００円となるとのことであります。 

二つ目、軽減措置については、現行三つの賦課方式・医療分・後期高齢者支援分・

介護支援分と同様に、低所得者に対する応益分・均等割・平等割の軽減措置、支援金

額に一定の限度（賦課上限）を設定することになるとのことであります。 

三つ目、１８歳未満の子供がいる世帯の軽減、１８歳以上被保険者の出産被保険者

の産前産後期間に係る軽減、１８歳未満被保険者の均等割額の軽減については、子供

がいる世帯の負担が増えないよう支援金の均等割額の１０割軽減を設定することにな

るとのことであります。 

この条例については、令和８年４月１日から施行されます。 

なお、適用区分として改正後の国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例によるとのことであります。 

当委員会の中で質疑及び討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにて行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第８、議案第１１号「篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の全部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案も、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１１号「篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の全部を改正する条例の制定について」、本議案は、児童福祉法第３４条の１６第２

項の規定により、内閣府省令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

が、社会情勢の変化や安全対策の強化に伴い頻繁に改正されている状況を鑑み、本条

例の改正について、本基準を引用する形式へと改めるため、本条例の全部を改正する

ことについて、議会の議決を求められたものであります。 

改正の内容は基準府令に定めがない暴力団員等の排除などを規定し、そのほかの基

準については、第４条に前条に規定するもののほか家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準は基準府令の定めるところによると定め、町における基準を常に最新の

省令の内容に適合させ、適正な施設運営を確保するために本条例の構成を本基準に準
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用する形式へと全面的に改めるもの、とのことであります。 

本条例は令和８年４月１日から施行されます。 

当委員会の中で質疑がありましたので説明をいたします。 

「暴力団家族が経営してもよいのか」との質問があり、「暴力団員の排除の規定に

より関係者の経営も不可能」との回答でありました。 

質疑終了後、討論を行いましたが討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１１号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第９、議案第１２号「篠栗町放課後児童健全育成事業の施設及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案も文教厚生常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 
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議案第１２号「篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について」、本議案は児童福祉法の一部を改正す

る法律が令和７年１０月１日に施行されたことに伴い、所要の規定を整備するため本

条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたものであります。 

改正の主な内容は、放課後児童支援員に義務づけられた有すべき資格として、地域

限定保育士を追加するものであります。 

執行部の説明では、児童福祉法の改正により、地域限定保育士が一般制度化された

こと、また、福岡県が当該制度を内閣総理大臣に申請し、認定を受けたことに伴い、

試験に合格後、各都道府県知事や政令市長に登録手続を行い、国家戦略特別区域限定

保育士登録証の交付を受けることで業務に就くことができるとのことであります。 

なお、資格を取得し登録から３年間は合格した地域内でのみ保育士として働けると

のことであります。この勤務地の制限は、最初の３年間だけで、４年目以降は一般的

な保育士と同じように全国どこでも働けるようになるとの説明でありました。 

この条例については、公布の日から施行されます。 

当委員会の中で質疑及び討論はありませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 
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投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって議案第１２号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１０、議案第１３号「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の全部を改正す

る条例の制定について」を議題といたします。 

本案も、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１３号「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定

について」、本議案は、子ども・子育て支援法の規定により、内閣府省令で定める特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準が、社会情勢の変化や安全対策の強化に伴い頻繁に改正されている状

況に鑑み、本条例の構成について、本基準を引用する形式へと改めるため、本条例の

全部を改正し、題名を改めることについて、議会の議決を求められたものであります。 

執行部の説明では、今回の改正については、基準府令に定めがない暴力団等の排除

などを規定し、その他の基準については、第４条に前条に規定するもののほか、特定

教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は基準府令の定めるところ

によると定め、町における基準を常に最新の省令の内容に適合させ、適正な施設運営

を確保するために本条例の構成を本基準に準用する形式へと全面的に改めるとの説明

でありました。 

この条例については、令和８年４月１日から施行されます。 

当委員会の中で質疑及び討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 
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ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１３号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１１、議案第１４号「工事変更契約の締結について〔篠栗北地区産業団地事

業用地２法面工事〕」を議題といたします。 

本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、品川委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（品川 静） 報告いたします。 

議案第１４号「工事請負契約の締結について〔篠栗北地区産業団地事業用地２法面

工事〕」、本議案は、篠栗北地区産業団地事業用地２法面工事について、当初の契約

金額から９８７万４,７００円を減額し、総額８,１３６万５,９００円とする不二グラ

ウト工業株式会社と変更契約を締結するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求められたもの

です。 

主な、変更工事の概要については必要となる交通誘導員の人数が減少したことに伴

う人件費相当分を減額するとのことです。 

執行部の説明では、当初は事業用地内において、他業者との輻輳が想定されていた

ため、道路面からの施工や敷地内作業における安全確保を目的として、交通誘導員の

配置を計画しておりました。しかしながら、ほとんどの期間において、単独で敷地内

作業実施が可能となり、作業の安全性が確保される見通しとなったため、交通誘導員

の配置人数が大きく減少したとのことです。 
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当委員会の中で質疑がありましたので説明します。 

「交通誘導員の単価及び人数は」との質問があり、「１人当たり１万５,４９６円で

人数は当初５２０人の試算であったが、結果４０名となり約７００万円の減額になっ

た」との回答でした。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はありませんでした。 

審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成８、反対３でございます。 

賛成多数と認め、よって議案第１４号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１２、議案第１５「町道の路線変更について」を議題といたします。 

本案も、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、品川委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（品川 静） 報告いたします。 

議案第１５号「町道の路線変更について」、本議案は、既存道路の終点並びに、延

長及び幅員が変更となったため、道路法第１０条第２項及び第３項の規定により、路

線を変更するための議会の議決を求められたものです。 
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変更路線名は、篠栗地区５２号線です。 

変更の概要は、中央４丁目の既存道路の隣接地において、宅地開発により、新設道

路が設置され既存道路と接続されたため、現地確認を行った結果、道路区域の変更を

行う必要が生じたため、終点部並びに延長及び幅員に変更を行うものとのことです。 

当委員会の中で質疑がありましたので説明いたします。 

「拡幅になったが車両の通行は可能か」との質問があり、「平均の幅員が３.６メー

トルなので車両が交通できないか所が存在する」との回答で、次に、「町道認定の基

準において、行き止まりはロータリーの設置要件などがあったと記憶しているが該当

案件について要件を満たしているのか」との質問があり、「もともと町道認定してい

る部分は人しか通れない行き止まりの道路で、今回道路延長することで通り抜けが可

能となるため、行き止まり道路には該当せず、新たに変更をかける形となっている」

との回答でありました。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認めます。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 
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よって、議案第１５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１３、議案第１６号「令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）につ

いて」を議題といたします。 

本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１６号「令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）について」、本議

案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ９,２２９万円を減額し、予算の総額を歳

入歳出それぞれ１６１億７,０９９万１,０００円とするものであります。 

予算の内容といたしまして、主な歳出で増額については、自立支援サービス給付 

６,７００万円、総合保健福祉センター運営費４,２８５万６,０００円、ため池耐震診

断業務委託１,４００万円などと増額し、減額については、北地区産業団地法面事業費

３,９２３万６,０００円、児童手当２,０００万円、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担

金５,０６５万３,０００円などを減額するものであります。 

続いて、主な歳入で、増額については、町税１億６,６０３万１,０００円、地方消

費税交付金１億１,０００万円、地方交付税２億６,００２万３,０００円などを増額し、

減額については、国庫支出金２億９,４４９万５,０００円、繰入金４億円などを減額

するものであります。 

あわせて、入札執行残及び経費節減等の執行残による減額補正です。 

繰越明許費の補正として、消防車両購入事業ほか９件で、総額 

３億８１５万６,０００円を追加するもの。 

地方債の補正として、一般補助施設整備等事業１,４７０万円、公共事業等 

１,０５０万円を追加し、地方債の限度額の変更として、防災対策事業 

１億２,９００万円、社会福祉施設整備事業７４０万円、防災・減災・国土強靱化緊急

対策事業２,８２０万円、緊急防災・減災事業１０億４,２００万円、学校教育施設等

整備事業５億３５０万円にそれぞれ変更するものです。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略い

たします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 
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○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４、議案第１７号「令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について」を議題といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１７号「令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につい

て」、本議案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ２,４６４万２,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７億１,３０６万９,０００円とする

ものです。 

予算の内容は、人件費３５万８,０００円の増額及び医療費等療養費諸費 

２,５００万円の減額補正です。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので詳細につきましては省略いた

します。 
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当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１５号、議案第１８号「令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）について」を議題といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１８号「令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）につ

いて」、本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６７万９,０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７,２２０万７,０００円とするものです。 

予算の主な内容は保険料負担の確定に伴う補正です。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略い
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たします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまのただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１６、議案第１９号「令和７年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて」を議題といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第１９号「令和７年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）について」、本

議案は、予算第５条に定めた継続費の総額及び年割額について、１億５,４００万円を

減額し総額を２７億２,２５０万円とし、年割額については、 

令和８年度、１億７,０５０万円、令和９年度、１０億６００万円、 
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令和１０年度、１３億２,０００万円、令和１１年度、２億２,６００万円とするもの

であります。 

執行部の説明では、第１浄水場更新事業において整備を予定していた山王取水井に

ついて調査の結果、当初想定していた揚水量が得られないことが判明したため、この

部分については整備対象から外して再公告を行ったためとのことであります。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので詳細につきましては省略いた

します。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第１９号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１７、議案第２０号「令和８年度篠栗町一般会計予算について」を議題とい

たします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 
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はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第２０号「令和８年度篠栗町一般会計予算について」、本議案は、令和７年度

一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１３５億９,７９３万６,０００円とするもの

であります。 

前年度当初予算に対し９億３,３８７万５,０００円の減額となっております。 

主な減額要因は、ギガスクール端末購入費、小学校屋内運動場長寿命化改修工事、

キッズドリーム幼稚園増改築補助金、記念体育館空調工事、彩り台恒久法面工対策工

事、消防自動車購入費などが皆減となったため、及び経常経費の縮減に努めるとのこ

とであります。 

また、主な増額は、人件費、自立支援サービス給付、児童運営費委託料、須恵町外

二ヶ町清掃施設組合分担金、防災行政無線更新、学校給食費補助、元利償還金、繰出

金、そして社会情勢の物価高によるものであります。 

債務負担行為について、須恵町外二ヶ町清掃施設組合に対する一時借入金に係る債

務保証、令和８年度、総額５億円を限度額とする借入金及びこれに対する利息の合計。 

教育施設照明ＬＥＤ化リース（篠栗小学校、萩尾分校、勢門小学校、北勢門小学校

において）令和８年度から令和１８年度に１億７,５７０万６,０００円計上されてい

ます。 

地方債について、地方債の限度額は、緊急防災・減災事業、学校教育施設等整備事

業のほか、合計８件の事業債で総額２億１,９００万円計上されております。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略い

たします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

反対討論から。 

はい、横山議員。 
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○議員（横山 和輝） はい、議席番号６番、横山でございます。 

令和８年度篠栗町一般会計予算に反対いたします。 

それでは反対理由を申し上げます。 

本予算内には、コミュニティ助成事業補助金１,２７０万円計上しております。その

うち、  区集会施設を建設するための補助金７００万円が計上されています。執行

部からは、区の要請を受け町が補助金を本予算で計上したとのことですが、まず新た

に  区の集会施設に関しましては  総会で可決されたものではありませんので、

区の決定事項ではなく、区の総意でもございません。あくまでも、  区長が個人で

町に補助金申請を行ったものになります。 

そして、新たに建設予定地には既に御堂が建築されておりますが、そこを管理する

方全員の同意を得ておりません。町長及び担当課は、申請されたものに対して判断す

るので町が確認することではないと説明しておりましたが、補助金を出す側の町が申

請されたものが適正か、問題ないかを確認せず、区長から出された申請を      

 、町の補助を決定することは行政としてあるまじき行為だと私は思います。 

補助金を出すプロセスを無視して、予算計上されているので、この項目を取下げ、

問題を全てクリアした後に予算化すべきだとして本予算に反対いたします。 

○議長（古屋 宏治） はい、次に賛成討論はありませんか。 

反対討論はありませんか。 

賛成討論ありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決を押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成８、反対３でございます。 

賛成多数と認め、よって議案第２０号は委員長報告のとおり可決されました。 
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日程第１８、議案第２１号「令和８年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」

を議題といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第２１号「令和８年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」、本議案は、

令和８年度篠栗町国民健康保険特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ 

２６億６,１６８万６,０００円とするもので、前年度当初予算額に対し 

７,６１７万３,０００円の減となっております。 

歳出の主なものは、保険給付費１８億８,０１２万円、国民健康保険事業費納付金 

６億８,７７５万１,０００円で、歳入の主なものは、国民健康保険税 

４億７,６１３万２,０００円、保険給付費等交付金の県補助金 

１９億２,０４０万１,０００円であります。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略い

たします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の上、全員賛成にて原案のとおり可決いたし

ております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 
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ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認め、よって議案第２１号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１９、議案第２２号「令和８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算につい

て」を議題といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第２２号「令和８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」、本議案

は、令和８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ 

６億２,８１９万２,０００円とするもので、前年度当初予算額に対し 

６,２９４万１,０００円の増となっております。 

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金６億４９７万５,０００円で、歳

入の主なものは、後期高齢者医療保険料４億６,１２８万６,０００円、一般会計繰入

金１億６,６８６万７,０００円であります。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので詳細につきましては省略いた

します。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 
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○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第２２号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第２０、議案第２３号「令和８年度篠栗町水道事業会計予算について」を議題

といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第２３号「令和８年度篠栗町水道事業会計予算について」、本議案は、令和８

年度篠栗町水道事業会計予算を、第２条に定める業務の予定量に即して、収支の予定

額を定めるものであります。 

第３条において、収益的収入の予定額６億５,６０２万６,０００円に対し、支出の

予定額は６億３,９４９万２,０００円となり、１,６５３万４,０００円の黒字予算と

するものであります。 

次に、第４条において、資本的収入の予定額３億６,２００万円に対し、支出の予定

額を４億５,５８３万２,０００円とし、資本的支出額に対し不足する 

９,３８３万２,０００円は、当年度分損益勘定留保資金６,０４４万５,０００円、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,３３８万７,０００円で補填されて

います。 

次に、第５条において、企業債について、企業債の限度額は配水管及び施設等建設

改良工事費３億６,２００万円計上されております。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので詳細につきましては省略いた

します。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 

変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第２３号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第２１、議案第２４号「令和８年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計につい

て」を議題といたします。 

本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、吉本委員長。 

○予算特別委員会委員長（吉本 文枝） 報告いたします。 

議案第２４号「令和８年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について」、本

議案は、令和８年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算を、第２条に定める業務

の予定量に即して収支の予定額を定めるものであります。 

第３条において、収益的収入の予定額８億９,１５０万円に対し、支出の予定額は 

８億８,０５３万７,０００円となり、１,０９６万３,０００円の黒字予算とするもの

であります。 

次に、第４条において、資本的収入の予算額３億７,０７１万１,０００円に対し、

支出の予定額を５億７,０２０万６,０００円とし、資本的支出額に対し不足する 
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１億９,９４９万５,０００円は、当年度分損益勘定留保資金 

１億５,３５８万９,０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

５７４万５,０００円、減債積立金４,０１６万１,０００円で補填されます。 

最後に、第５条において、企業債について、企業債の限度額は流域下水道事業債 

５,０００万円、資本費平準化債１億６,２５０万円、下水道事業債（特別措置分） 

３,４２０万円計上されております。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので詳細につきましては省略いた

します。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（古屋 宏治） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり、決定することに賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決中） 

○議長（古屋 宏治） 変更はございませんか。 

（再確認中） 

○議長（古屋 宏治） なしと認め確定いたします。 

ただいまの表決結果を申し上げます。 

投票総数１１、賛成１１でございます。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第２４号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第２２、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 

総務建設、文教厚生両委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元のタブ



- 78 - 
 

レットに掲載のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

お諮りいたします。 

総務建設、文教厚生両委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

よって、総務建設、文教厚生両委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定いたしました。 

ここで、タブレットにメール送信しておりました委員会の閉会中の調査結果につい

て質疑等があれば受けたいと思います。 

質疑はございませんか。 

○議長（古屋 宏治） ないようですので、質疑を終わります。 

次にお諮りいたします。 

本会議中、誤読などによる字句・数字等の整理訂正につきましては、会議規則 

第４５条の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（古屋 宏治） 異議なしと認めます。 

よって、誤読などによる字句・数字等の整理訂正は議長に委任していただくことに

決定いたしました。 

以上で、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

ここで、町長何か発言することがございましたら許可いたします。 

○町長（三浦 正） はい。 

○議長（古屋 宏治） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 令和８年第１回定例会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上

げます。 

長期間にわたる御審議、誠にありがとうございました。 

本定例会において上程いたしました「篠栗町教育委員会委員の任命について」の人

事案１件、「篠栗町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について」をはじめ条例案９件、「工事変更契約の締結について」１件、「町道の路

線変更について」１件、専決処分を含む令和７年度補正予算５件、令和８年度当初予

算５件の上程いたしました２２議案に全てにつきまして、慎重なるご審議を賜り、原
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案どおり可決・承認賜りましたことに心から感謝申し上げます。 

本定例会は、令和８年度の篠栗町の事業計画をご審議いただく非常に重要な会議で

ございました。 

予算特別委員会等で頂いた貴重なご意見やご指摘を真摯に受け止め、限られた財源

を有効に活用できるよう、これまで以上に査定及び執行管理を厳格に行い、節減すべ

きところは徹底して節減しつつ、しっかりと行政運営に努めてまいります。 

また、成立いたしました新年度予算に基づく事業を早期に実現するため、各課とも

可能な限り前倒しして取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

開会日の施政方針でも述べましたが、篠栗町における今後の行政運営を考えるにあ

たっては、単年度ごとの収支調整にとどまるのではなく、町全体として経常的に発生

している経費そのものを見直し、持続可能な行財政構造へと展開していくことが重要

であります。経常的経費が高い水準で推移したままでは、将来世代に過度な負担を残

すことになりかねません。 

今この段階で構造を見直すことが、将来にわたり町の機能を安定的に維持していく

ための責任ある判断である考え、令和８年度には町長直轄のプロジェクトチームを立

ち上げ、１年間かけて体制の見直しを図り、令和９年度から新組織・新体制で臨むこ

とのできるよう進めたいと考えております。 

これは令和７年度に行った業務量調査を生かして、業務そのものを精査し、真に必

要な行政サービスに重点化することを目指したものでございます。 

今後、取り組みの途中経過を議会にもご報告してまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。予算特別委員会の場で最後に、古屋議長から今後の議会と執行部

の在り方についてご意見を賜りました。それは、「執行部が行おうとしている事業に

ついての事前の説明が不足しており、議会中の委員会審議等だけの執行部からの説明

では、是非を判断しかねるケースが多い。議会は今後も執行部と協力し合いながら、

町民の皆さまのためのまちづくりを行っていきたいと思っているので、常々、議会と

の情報共有お願いしたい」との内容でございました。 

私ども執行部は、これまでも議員各位からの同様のご指摘をいただいておりました

が、改めて今回の議長のご意見を真摯に受け止め、議会閉会中においても議員の皆様

方と情報共有を図ってまいりたいと考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、今月末をもちまして、産業観光課松熊課長が役職定年を迎えられます。 

社会教育課長として３年間、産業観光課長として５年間にわたって携わっていただ
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きました。特に、産業観光課長として、篠栗町の商工観光・農林業の持続可能な推進

に向けてさまざま場面でご尽力いただいたことに私からも感謝申し上げます。どうも

ありがとうございました。今後は、これまで培われた知見をさらに生かしていただき、

後輩職員のためにご尽力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

また、同じく３月末を以て、まちづくり課大内田課長が退職されます。大内田課長

は、本町の将来の財政基盤を支える重要施策であります篠栗北地区産業団地の整備推

進をはじめ、町の魅力を発信するＰＲ業務や、賑わいを創出するイベント事業の企画

など、篠栗町の活力を生み出す最前線で采配を振るわれました。議会においては委員

会審議などの場で、自らの言葉で責任を持って丁寧に説明し論を尽くす姿勢は、課長

職としての強い責任感を示すものであり、後に続く職員にとって大きな手本でござい

ました。これまでのご貢献に対し、深く敬意を表しますとともに、心から感謝申し上

げます。今後は、その豊かな経験をもとに新たな一歩を踏み出されるということでご

ざいます、心からお祈り申し上げますのでよろしくお願いします。 

本当に御苦労さまでございました。 

結びに、議会におかれましては今後とも行政のチェック機関として、また町を発展

に導く「車の両輪」として、引き続きご指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、

令和８年第１回定例会の閉会の挨拶といたします。 

長期間の御審議、誠にありがとうございました。 

令和８年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（古屋 宏治） 以上で、本日の会議を閉じます。 

これをもちまして、令和８年第１回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時１６分  
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